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午後１時００分開議 

○伊藤のぶゆき議長 これより本日の会議を開きま

す。 

  日程に入ります。 

  日程第１、一般質問を行います。 

  昨日に引き続き、順次質問を許します。 

  ４３番渡辺ひであき議員。 

［渡辺ひであき議員登壇］ 

○渡辺ひであき議員 私は、足立区議会自由民主党

の一員として、さきに提出した通告に従って、順

次質問を行います。執行機関におかれましては、

誠意ある答弁を求めるものであります。 

  令和５年に執行された足立区議会議員選挙で負

託を受けた私たちの任期もあと１年を切った。こ

の間、コロナ禍以降からこれまでの行政の形は明

らかに大きな転換点を迎えている。日常的にＡＩ

を使うようになった今では、その活用にどのよう

な決断ができるかが、行政組織に重くのしかかっ

てくる。それは、私ども足立区議会議員も同様に、

チェック機能を果たすための責任は層倍のものと

なる。自覚しなければならない。 

  そして、その結果は、僅かな時間で相当の自治

体間格差となって現れることが容易に想像できる。

難しい時代を迎えたと誰もが思っている。では、

こうしたときに、ＡＩ活用に必要な決断とは何か、

まず問いたい。これまでも、ＡＩ活用について幾

つかの報告があったが、その時系列について答弁

を求める。 

  ＡＩを使っての答弁作成についても報告があっ

た。その検証をどの役職レベルで行っているのか。

責任の所在についても答弁を求める。 

  以前からＡＩについては、最適化を求めるため

に活用されるべきと指摘をしてきた。では、例え

ば、足立区基本計画をＡＩに読み込ませた場合に

そごを指摘された際、どのように対応するのか答

弁を求める。 

  次に、今後の自治体行政について多角的に質問

したい。今後、自治体は、単なる住民サービス提

供機関から地域そのものを維持、再設計する地域

経営体へ変化していかなければならない。漏れな

く、少子高齢化、人口減少、財政制約、災害リス

ク、ＤＸ化が同時進行しなければならない。この

認識に異論を唱える方はいないと思う。したがっ

て、これからは、本当に必要な公共サービスの選

択、インフラ統廃合、公共施設の集約、民間との

コラボレーションなどが余儀なくされていかなけ

ればならない。 

  私は、この任期の中で、公共を枕言葉に多くの

質問や指摘を行ってきた。それは、何度も繰り返

しになるが、今掲げた項目を中心とした行政運営

を行っていく中で、足立区の持ち得る全ての公共

財を納税の対価として実感していただくことが、

第一義に議論され実行されることを目指さなけれ

ばならないと思い続けてきたからである。 

  以前の自治体運営の在り方に協働が使われ、そ

の後、協創となり、今日ではウエルビーイングと

なった。根本の理念は大きく変わっていないと思

う。自治体が、より地域や民間との協力を推し進

めなければ成り立たないのである。そして、社会

構造、人口構造の変化で、より顕著になったこと

がある。それは、人々が住んでいるまちに滞在す

る時間が圧倒的に長くなるということだ。もちろ

ん就労年齢も上がっており、社会の就労需要も格

段に上がっているが、これは紛れもない事実だ。

まちの中での時間が増える背景は、高齢者だけの

世帯や単身高齢者が増加したことによる。このこ

とは、基本計画審議会でも、今後の近い社会問題

として議論があった。このことについては、より

深い調査と議論が必要である。答弁を求める。 

  次に、以前も指摘したように、生活スタイルの

変化によって、遠方への外出より徒歩圏内の近所

での買物や活動が増加していることが挙げられる。

だからこそ、地域社会の再構築は待ったなしであ

る。つまり、このような生活をされているそれぞ
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れの世代の方々を地域に取り込む最大で最後のチ

ャンスと思うくらいの意気込みで臨むべきである。

そうした方々に地域や行政の情報が伝われば、意

識に変化が生じるのではないだろうか。答弁を求

める。 

  一方、町会・自治会加入率は、減少の一途をた

どり続けている。当たり前だが、私たちも行政も

手をこまねいているばかりではなく、議会として、

議員として、その活動の中で様々な議論を通じて、

行政側とやり取りを行い、限られた予算の中でそ

れらを防ぐ方策を形にしてきた。しかし、追い付

いていかないとの焦りを感じる。答弁を求める。 

  これまで現状を記してみたが、今後の課題解決

の大きなくくりは、解決への議論が進んでいると

思う。何をなすべきかは、明白な事実だからであ

る。一方、今後の行政需要は、あまりにも個別対

応が望まれることになる。地域というくくりに含

むことができない方々である。堂々巡りのような

表現になっているかもしれないが、避けて通れな

い紛れもない事実だ。 

  さて、質問を吟味しながら整理をしてまいりた

い。 

  個別対応が余儀なくされると問うた。想定され

る行政需要とは何があるか答弁を求める。 

  特に介護や認知症など、見守りサービスの充実

やネットワーク化が必要だと考える。オンデマン

ドと最適化への方策をそれこそＡＩとともに導く

ことが最良となるのではないか。答弁を求める。

そして、地域の力をどのように喚起するべきかが

大きな課題と考える。答弁を求める。 

  今の質問から、手前でなすべき施策を講じる必

要を述べたい。今後、どのような生活の形への助

けがなされるべきであるかをエネルギーを尺度に

挙げれば、国は様々な支援を講じて数年がたった。

一方、この施策に対する効果などについての議論

には、枚挙にいとまがないくらい意見がある。世

帯で賄えない部分の補い方さえも議論されるべき

時代を迎えたと申し上げる。だからこそ、公共財

はフル活用していただきたい。 

  そこで質問する。 

  したがって、住区センターなど気軽に立ち寄れ

る公共施設の立ち位置がより重要になり、また、

その活用を改めて考え直さなければならない。今、

日常的に居場所となっている方の満足度はとても

高い。一方、今後地域回帰される方は、二の足を

踏む可能性が高い施設と容易に想像できる。この

分岐点をどのように捉えて個別に寄り添うことが

できるか、また、その手法に腐心しなければなら

ないと考えるが、答弁を求める。 

  つまり、あらゆる公共施設を総動員してウエル

ビーイングを目指せる自治体が浸透すれば、健康

寿命が延び、フレイル予防となり、先ほども述べ

た個別対応が減少していくと考えるが、答弁を求

める。 

  次に、地域社会の再構築について質問する。こ

れは、私たちが知っていても、足立区民の皆様が

御存じないことが多くあるので、行うものがある

ことを是非とも理解して答弁をしてほしい。 

  まず、現状認識として、コロナ禍以前と現在の

町会・自治会加入率の変化と加入促進についてつ

まびらかにされたい。これまで何度も多くの議員

から指摘があって恐縮だが、都度なすべき項目と

考える。答弁を求める。 

  コロナ禍収束後、公共施設で行われてきた地域

や趣味、スポーツなどのクラブ活動は、どの程度

回復しているのか答弁を求める。また、それらに

対する足立区の支援の形について答弁を求める。 

  今年から、町会・自治会行事への支援が行われ

る。この事業は、浸透すれば、地域コミュニティ

ー再構築に大きな効果が見込まれる。申請がある

町会等には、区民事務所以外の部署も協力してい

くべきである。そうした構えがあるかを含めて、

そのスキームについて答弁を求める。 

  そんな中、盆踊りの復活と中止の情報が耳に届
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くようになった。複数の町会の連携で開催可能と

の意見も伺う。足立区の受け止めについて答弁を

求める。 

  さて、議論が戻るが、では、足立区は、町会・

自治会の形は何が理想と考えているのか。もちろ

ん地域性やこれまでの歴史など、１くくりでは表

現できないのは承知をしているが、目標なしに施

策は決められない。そして、今後、より一層地域、

町会・自治会、マンション自治会との綿密な連携

が不可欠なのである。それには、担い手が最も重

要で、このことが解決できれば、ほぼ問題解決と

なると皆が思っている。では、担い手不足の解消

は、どうすれば前進するかについて、それこそＡ

Ｉに問うても分かりやすい表現はない。そこで考

えあぐねたが、でき得ることは、手厚い地域支援

にほかならないとの考えに帰着する。こちらにか

じを切る以外、方法がないと考えるが、そして、

この規模感は、これまでの数倍ぐらいまで決断す

る覚悟が必要だと考えるが、答弁を求める。 

  しかしながら、不可逆的に地元千住地域の課題

をあえて質問したい。これには思いや現実がある

が御理解を賜りたい。理由は、そもそもこの地域

の下町特有のまちの在り方がベースで、地域コミ

ュニティーが醸成されてきた事実があるが、今日

では、地域の魅力が内外に評価されて、今日、私

たちの想像を超えたまちの変化がある。それは、

この地域が巨大な人気ターミナルとなった北千住

駅を抱えていることに起因している。結果として、

余儀なくされて、日々、関わる地域外の人々との

関係がある。また、災害時の想定や対応が求めら

れるし、経験がある。だから、以前からマンショ

ンも林立しているが、町会・自治会加入率は依然

として高い。このことは、これまでも指摘をし続

けており、行政側の認識も希有な地域と考えられ

てきたと思う。 

  それでも、昨今は、地域の担い手不足の懸念が

大きくなっている。この状況に行政が深く関わら

なければならない。問題となる案件が顕在化して

きているのである。そして、そのことを解決する

ための行政資源が乏しい事実がある。しかし、今

後この地域で物件が出ても、足立区が土地を購入

することは、地価の高騰や地域事情を鑑みて、よ

ほどのことがない限りできないだろう。しかし、

地域コミュニティー再構築のモデルの素地は、歴

史的に残っていると思うのである。だからこそ、

危機的状況を乗り越えて、地域コミュニティーを

維持することに全力で取り組みたい。 

  そこで質問する。昨年、千住地区４００年記念

事業が多く行われたが、私はこれから千住宿５０

０年に向けてカウントアップしていくべきと考え

る。地域の絆の支えは、歴史や文化伝統の継承の

先にあることは論をまたない。そうした継続の誇

りになる歴史が、地域コミュニティーの核となる

と考える。私は、千住宿開宿５００年事業に関わ

れないが、行政が関わった千住地区４００年事業

の継承は、地域の歴史、文化伝統の継続と魅力の

発信とならなくてはならない。この経験は、どん

なことがあっても、子細に残していかなければな

らない。その責任を痛感する。 

  だからこそ、今年、郷土博物館に設置された千

住４丁目の静御前の歴史的価値を強く訴えたので

ある。なぜならば、あれらの歴史的文化財は、組

立てと解体をし続けなければ、その存在が失われ

てしまう危険があるからである。それは、宮大工

の継承と同じくしている。今回の組立ての現場を

目の当たりにして、その重要性と危険性を同時に

感じた。この事例は、相当の意味を持つと思った。

これらこそ、歴史を背景とした地域の絆の象徴的

事例ではないだろうか。答弁を求める。 

  更に、であるからこそ、マンション自治会との

連携にもっと行政が関与すべきと考える。足立区

に住むと決める方の選択がどこにあるのか。地域

にどう関わっていただけるかは、初動で決まると

言っても過言ではない。不動産物件の評価だけで、
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新しく住む形を決められるとは思わない。地域と

の関わり方は、物件購入若しくは賃貸契約時に全

てが決まるものではないはずである。自治体や地

域の情報を常に得ていただく環境が求められる。

どのようになすべきか答弁を求める。 

  趣が大きく変わるが、このような指摘や質問を

多くの東京２３区の議員が出していることと思う。

しかし、地方議員の成り手不足が私たちの間で話

題に上る。言葉を選ばなければ、世間的にその立

場があまりにも不安定だからだと思う。報酬や身

分についても、私たち側では議論があるが、世情

を鑑みて大きな声を上げにくい。 

  でも、しかし政治は、好むと好まざるとにかか

わらず、生活の重大な決定がなされているのであ

る。したがって、有権者の皆様の思いからは逃げ

ずに受け止める覚悟を持っていることは、どうか

御理解賜りたい。それぐらいの思いで、この足立

区議会議員全員が仕事をさせていただいてると思

う。その理由は、足立区が好きで、地域コミュニ

ティーを大切だと思うからだと思う。私たちが取

り組むべき課題は、日々の活動の中で地域に教え

られることがほとんどと言っていい。そして、そ

れぞれの議員は、その地域に住まわっているから、

より深くその地域を知ることになる。そして、そ

の地域に少しでも貢献したいと思うのである。

人々の生活とは、その地域がどんなに変わろうが、

形に大きな差異はないはずである。生意気を申し

上げたが本音である。行政側の思いを問う。答弁

を求める。 

  これらを踏まえて、次の整理は、災害対策とな

る。地域の絆が脆弱となった歴史的背景に、戦後

の配給制度の伝承をされる方はほぼいなくなった

との言葉を伺い、啞然となった。つまり、地域の

絆、地域コミュニティーは、災害時の記憶と事実

によって大切にされていたものが、今日では、そ

の意味や悲惨さが伝わっていないとの意見である。 

  足立区でも、戦時中の疎開の史実が、毎年関係

者の方々の努力で伝えられている。私も、従来、

関係者の方々に話を伺った。父や祖父から聞いた

話ももちろん覚えている。その生々しさはなかな

か表現しづらい。そうした経験の下、私はこれま

での災害対策関連の指摘や意見具申は、阪神・淡

路大震災後、質問や指摘を活動の中で強調してき

た。しかし人は忘れるのである。 

  そんな中、東日本大震災が起こり、自治体とし

ての備えや責務を改めて痛感した。しかし、それ

らをこの場で全て述べることはできないが、仲間

の理解があり、十数年にわたり、災害・オウム対

策調査特別委員会に所属させていただいた経験が、

より行政に反映されたいと思いを発言してきた。

その時間の中で、多くの課題を足立区職員の方々

と埋めてきたとの自負はあるが、そもそも私たち

の災害に対する備えは足り得ない。足立区民の皆

様にお伝えすべき最も重要なことは、このことに

ほかならない。 

  そもそも災害対策の充足など、自治体単体でで

き得るはずがない。言い換えれば、災害時、避難

所にたどり着けばどうにかなると考えている方が

ほとんどだと思うが、現実は全く違うと区民の皆

様に伝える覚悟を問いたい。なぜならば、足立区

の避難所の受入れ可能人数は１５万人程度しかな

いからである。そのことは、足立区に限ったこと

ではなく、他の自治体も全く同様で、避難所で全

てが完結できないのである。しかし、避難所での

対策がマスコミを通じてクローズアップされ過ぎ

ていると私は思う。現在、足立の人口は、優に７

０万人を超えた。このことを知っていただくこと

で、足立区民の皆様に自主的な命の守り方を考え

ていただく行政の姿勢が必要ではないかと考える。

このことについては、何度も指摘をしてきたが、

改善が見られない。真剣な答弁を求める。 

  背景には、組織の在り方が議論された令和８年

第１回臨時会のてんまつに如実に表れている。一

般質問で、先例があるか存じ上げないが、でき得
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れば区長の答弁を求める。 

  次に、これまで何度も申し上げてきた質問で申

し訳ないが、熊本地震の教訓を御船町の町長から

いただいた。町長には、その教訓を足立区で講演

もいただいた。その中で最も心に残ったことは、

議員が一番のクレーマーだったということ。でも

しかし、議員の情報が最も確度が高かったという

点である。その教訓を足立区はどのように捉え、

生かす考えがあるか答弁を求める。 

  ここまで、今後の自治体運営ついて振り返りと

整理に基づいて考えを述べてきた。共感される方

が１人でもおられるとありがたい。私たち議員は、

どんなに主張が正しかろうが、当選しなければ議

事録に残る仕事はできない。しかし、その仕事を

なしても、世間の評価は厳しいと思う。したがっ

て、前述したように、議員の成り手不足は、より

顕著になると思う。議会の必要性は、なかなか理

解されないだろうとさえ思う。誠に悔しい思いで

ある。そうした愚痴も述べておきたい。 

  最後に、足立区に従事されてる職員の皆様に申

し上げたい。日々仕事されていることに、心から

の敬意と感謝を申し上げる。公務員を目指して合

格され、就職されたときの喜びを忘れずに仕事を

していただきたい。でも、現実は、当初の思いと

違うという方がどれだけいるのだろうと思う。で

もそれはどんな仕事に就いても乗り越えなくては

ならない。私の場合、選挙に立候補して３２年が

経過した。７回当選させていただいたが、あと１

年未満でこの任期は終わる。この経験を１人でも

多くの方々にお伝えして、いずれ継承してほしい

と思う年齢になった。関係者の皆様には、私たち

の足立区をよりよい自治体へと昇華してほしいと

思う。足立区は、それぞれの地域に魅力がある。

これからも、住んでよかった、住み続けたいと思

っていただける自治体だと思う。このことを申し

上げて質問を終わるということを申し上げました

ら、家内から、それではあなたはもう仕事を辞め

るんですかと問われてしまいましたので、これか

らももう少し仕事をさせていただきたいというこ

とを申し添えさせていただきたいと思います。御

清聴、誠にありがとうございました。 

○岩松朋子政策経営部長 私からは、自治体行政に

関する御質問のうち、まず初めに、生成ＡＩ活用

に関する当区の取組の経過についてお答えいたし

ます。 

  令和５年６月にＣｈａｔＧＰＴを導入し、職員

が安全かつ適切に利用できるよう、生成ＡＩ利用

ガイドラインを策定いたしました。その後、令和

７年２月からは、ＮｏｔｅｂｏｏｋＬＭ、同じ年

の８月からはＧｅｍｉｎｉの利用を開始し、現在

は文書構成や企画立案の補助など、幅広い業務で

活用を進めております。 

  更に、令和７年９月には、グーグル・クラウド・

ジャパン合同会社と地域課題解決や行政運営の効

率化などを目的として、包括連携協定を締結する

とともに、令和８年１月からは、協定に基づき、

富士通Ｊａｐａｎ株式会社と日本電気株式会社を

パートナーに加え、ＡＩを活用した業務効率化に

向けた実証実験を開始いたしました。 

  次に、ＡＩを活用した答弁作成の検証と責任の

所在についてお答えいたします。 

  ＡＩが作成した答弁案の検証に当たっては、所

属の課長及び部長の確認を経た後、区長を含めた

答弁検討会において、内容の正確性や妥当性を精

査した上で答弁を行っております。生成ＡＩが作

成した文案は、あくまで補助的な参考資料であり、

最終的なファクトチェックや文面の確認は、全て

管理職を含む職員の目を通し、責任を持って行っ

ております。 

  次に、ＡＩに基本計画と施策のそごを指摘され

た場合の対応についてお答えいたします。 

  ＡＩには、事実に基づかない情報をもっともら

しく生成するハルシネーションというリスクがご

ざいますので、指摘をそのままうのみにすること
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なく、まずはその妥当性について精査を行います。 

  また、今後新たに個別施策を検討する際に、基

本計画との整合性の欠如が認められた場合には、

施策のどこに問題があるのか検証を行うとともに、

施策を再考してまいります。 

  次に、高齢者だけの世帯や単身高齢者の増加が、

今後近く社会問題化していくことについて、より

深い調査と議論が必要との御質問にお答えいたし

ます。 

  基本計画審議会で議論されていたとおり、価値

観やライフスタイルの多様化などによって、地縁

をはじめとした密なつながりは希薄化しつつある

一方、趣味や関心をはじめとした緩やかなつなが

りが、これからの地域コミュニティーの維持には

欠かすことができないものと認識しております。 

  また、令和元年度から令和２年度にかけて、特

別区長会調査研究機構が、特別区における壮年期

単身者の現状と課題に関する調査を行っており、

その中で、増加が続く壮年期単身者を個人嗜好タ

イプの豊かなライフスタイルと文化の担い手とし

て、地域社会の中に位置づける政策が必要である

等の方向性が示唆されております。このような調

査結果も既に出ていることから、現時点では、改

めて区独自の調査を実施する考えはございません

が、区といたしましては、引き続き、区民一人一

人のやってみたいを応援、実現することで、やっ

てみたいから生まれる緩やかなつながりを増やす

とともに、これから高齢期を迎える世代も見据え、

ほかにどのようなことができるのか、庁内で議論

してまいります。 

  次に、徒歩圏内の近所で生活している方々を地

域に取り込むべきとの御質問についてお答えいた

します。 

  御質問のとおり、生活スタイルの変化によって、

近所での買物や活動が増えているということは、

そうした方々が地域とつながる好機であると認識

しております。このため、世論調査で、区の情報

入手手段として最も高い割合を占めているあだち

広報やＳＮＳなどで積極的に地域や行政の情報発

信を行い、地域の身近なイベントなどへの参加を

促すことで、地域とのつながりを深められる機会

の提供に努めてまいります。 

  次に、個別対応が余儀なくされると想定される

行政需要についてお答えいたします。 

  社会構造の複雑化や価値観の多様化に伴い、こ

れまでの制度や分野別の支援では対応が困難な課

題が増加すると認識しております。具体的には、

地域社会との接点が少ない区民、特に単身壮年者

などへの個人単位での支援が将来的に必要になる

と想定されます。 

  次に、公共施設を活用したウエルビーイングの

向上についてお答えいたします。 

  渡辺議員御質問のとおり、区民の誰もが健やか

で心豊かに暮らせるウエルビーイングの向上は、

区政の重要な目標でございます。本区では、これ

までも、住区センターや地域学習センターなどを

活用し、フレイル予防を目的としたはつらつ教室

や体力測定会といった健康寿命の延伸に資する多

様な事業を展開しております。 

  今後も、関係部署が一層連携を密にし、公共施

設の更なる活用を図ることはもとより、民間企業

や地域団体等との連携、更には、デジタル技術の

活用など、区民の健康づくりや生きがい創出に資

する多様な事業を展開することで、日々の健康や

交流を育み、ウエルビーイングの向上に努めてま

いります。 

  次に、これからの地域と行政の関わりについて

お答えいたします。 

  議員の皆様が日々の活動の中で、地域に深く根

ざし、有権者の思いを受け止めて、よりよい地域

づくりのために多大な貢献をされていることに心

から敬意を表します。 

  渡辺議員御質問のとおり、多様化、複雑化する

地域課題を行政だけで把握し、解決していくこと
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は困難であり、地域の皆様との連携が不可欠です。 

  区としては、基本構想に掲げる協創の理念の下、

多様な主体と手を取り合い、共にまちづくりを進

めることを区政運営の基本としております。 

  今後も、地域の身近な存在である議員の皆様と

の対話を通じて、地域の実情を把握し、課題解決

と行政サービスの質の向上に取り組んでまいりま

す。 

  私からは以上です。 

○茂木聡直地域のちから推進部長 私からは、初め

に、町会・自治会への加入支援についてお答えい

たします。 

  区としても様々な支援策を講じてまいりました

が、十分な結果が出ていないと認識しており、大

きな課題だと受け止めております。引き続き、町

会・自治会の方から意見を伺いながら、電子回覧

板の活用支援や東京アプリの活用を含め、時代に

即した支援策を講じ、地域活動の裾野を広げられ

るように努めてまいります。 

  次に、住区センターなど公共施設の今後の活用

についてお答えいたします。 

  住区センターのような日常の居場所となる公共

施設については、これまで利用機会のなかった方

にとっては、参加しにくいという課題を認識して

おります。よって、今後、地域回帰されるような

方が、利用に二の足を踏むことのないよう、初め

ての方でも参加しやすい単発的なイベントの開催、

スキルや経験を生かせる講師や運営側スタッフと

して活躍できる場を設けるなど、住区センター管

理運営委員会や指定管理者など、運営者と相談し

てまいります。 

  次に、町会・自治会の加入率の変化と加入促進

についてお答えいたします。 

  町会・自治会加入率は、コロナ禍前、平成３１

年４月１日現在の５０．９％から、令和８年４月

１日現在の４１．０％へと、７年間で９．９ポイ

ント減少しております。 

  これまで、区といたしましては、活動周知や加

入促進のためのチラシ配布ポスティング助成、未

加入世帯も参加できる子ども向けイベント助成、

区内を走行する路線バス車内への加入促進ポスタ

ーの掲示など、様々な加入促進策に取り組んでま

いりました。電子回覧板の活用支援や東京アプリ

の活用を含め、時代に即した支援策を講じ、引き

続き、地域コミュニティーの活性化と加入促進に

努めてまいります。 

  次に、コロナ禍収束後の地域活動の回復状況と

区の支援についてお答えいたします。 

  まず、各施設におけるコロナ禍前と昨年度の利

用者数でございますが、１４施設の学習センター

におきましては、平成３０年度の７０万７，４６

２人に対し、令和７年度は７２万８，９１４人と

なっており、コロナ禍前の水準以上に回復が進ん

でいる状況です。一方、総合スポーツセンターや

体育館等のスポーツ施設におきましては、平成３

０年度の１１４万１３８人に対し、令和７年度は

９３万８７４人、住区センターにおきましては、

平成３０年度の２６６万８，０２８人に対し、令

和７年度は１７９万４，５２７人とコロナ禍前の

利用人数に比べ、いまだ差がある状況です。 

  この要因として、まずスポーツ施設におきまし

ては、在宅での運動や民間ジムへの移行といった

スポーツスタイルの多様化、団体利用の減少など

が影響しているものと分析しております。また、

住区センターにおきましては、高齢者の就労など

に伴う利用者層の更なる高齢化に加え、町会・自

治会の加入率低下による人手不足から、最大の集

客事業である住区まつりが縮小を余儀なくされて

いることなどが、利用者の減少につながっている

と考えられます。 

  区といたしましては、こうした現状を踏まえ、

活動場所を提供するだけでなく、登録団体やサー

クル活動の紹介、広報紙やホームページ等を活用

した催しの周知、協力など、ソフト面での情報発
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信にも力を入れております。 

  今後とも、区民の皆様になお一層施設を御利用

いただけるよう、様々工夫して取り組んでまいり

ます。 

  次に、町会・自治会行事への支援に係る庁内協

力についてお答えいたします。 

  今年度から新規に助成を開始した行事に係る舞

台設置等の事業助成は、夏祭りや盆踊りなどで舞

台ややぐらなどを必要とする事業への助成になり

ます。実施場所となることが多い公園や学校など

の関連する部署にも、できる限り協力をいただき、

全庁一丸となって地域活動の支援に努めてまいり

ます。 

  次に、複数町会での盆踊りの開催についてです

が、住民相互の親睦を深め、地域の絆を深めるこ

とができる貴重な機会であると受け止めておりま

す。令和７年度に、複数町会での実施は２件あり

ましたので、昨年の足立町会・自治会連合会の講

演会でも事例紹介を行うとともに、令和８年度か

ら実施する行事に係る舞台設置等の事業助成は、

複数町会での実施も補助対象としております。引

き続き、複数町会による盆踊り実施についても支

援してまいります。 

  次に、町会・自治会の理想と地域支援について

ですが、町会・自治会の理想の形は、あくまでも

それぞれの実情に応じて、地域の方々が主体的に

活動できることと考えており、地域活動を支える

担い手不足は、最重要課題であると認識しており

ます。 

  区でも、手厚い支援こそが問題解決の鍵と考え

ておりますが、単に加入率ばかりにこだわるので

はなく、町会・自治会が、今後も持続して運営で

きる支援も視野に入れながら、地域の様々な御意

見を伺い、活動しやすい環境を整えてまいります。 

  次に、千住４丁目氷川神社所有の山車の組立て

と解体の継続こそ地域の絆の象徴的事例ではない

かとの御質問についてですが、千住地域の関係者

に御参加いただいた郷土博物館での組立てや解体

は、地域の歴史や文化伝統の継続と魅力の発信に

つながると認識しております。区としても、千住

宿５００年を見据え、この経験をレガシーとし、

歴史や文化の継承のための取組を関係者と協力し

ながら継続してまいります。 

  次に、マンションに新しく居住する方への情報

提供についてですが、新しく転入された方の転入

手続の際には、町会・自治会への加入をお勧めす

るリーフレットの配布をしております。また、集

合住宅や宅地開発を行う事業者へ加入促進チラシ

を手渡して加入案内を依頼し、地域とつながるき

っかけづくりに努めているところです。加えて、

あだち広報やＳＮＳなどで積極的に自治体や地域

の情報を発信し、新しく転入された方へ地域の身

近なイベント情報などが継続して届くよう、庁内

関係所管と協議しながら、機会の提供に努めてま

いります。 

  私からは以上でございます。 

○半貫陽子高齢者施策推進室長 私からは、介護や

認知症など、見守りサービスの充実やネットワー

ク化への対応及び地域の力をどのように喚起する

べきかについてお答えします。 

  認知症高齢者の見守りは、個別性が特に高いた

め、認知症の方を取り巻く支援者同士の連携、ネ

ットワークが非常に重要です。そのため、昨年度

から、足立区医師会や警察、消防などで構成する

足立区高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会で

扱う議題に、認知症高齢者への対応を加え、より

適切な対応方法などの共有を図ってまいりました。 

  今後は、こうしたネットワークを強化するとと

もに、現状未活用のＡＩを施策にどのように応用

していけるか、当該委員会等で協議していくこと

が必要だと認識しています。 

  一方で、認知症高齢者が地域で暮らし続けるに

は、周囲のサポートも不可欠であるため、認知症

に対する区民一人一人の理解が深まることが重要
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です。時間の掛かる大きな課題ではありますが、

様々な施策を通じ、地域の力の喚起に努めてまい

ります。 

  私からは以上です。 

○千ヶ崎嘉彦危機管理部長 私からは、足立区民の

皆様に自主的な命の守り方を考えていただく行政

の姿勢が必要ではないかとの御質問についてお答

えいたします。 

  自分の命は自分で守るための備えは、正に自助

の要であり、その必要性は、区としても強く認識

しております。令和７年度からは、区民の皆様へ

の啓発の一層の工夫として、避難所における人と

の距離や空間の狭さを実際に体感していただける

模擬展示を加えました。更に、食料や水の備蓄に

合わせて、各家庭での携帯トイレの備えを在宅避

難の推奨とともに啓発しています。 

  避難所での生活は、決してホテルのような快適

な環境ではなく、災害の規模によっては苛酷な状

況になることもお伝えしながら、区民一人一人の

自助意識の醸成のため、分散避難、中でも在宅避

難の重要性と必要性を新たにリーフレットも作成

して、引き続き、訴え掛けてまいります。 

  次に、災害対策に係る組織の在り方についてお

答えいたします。 

  区が目標に掲げる死者ゼロを成し遂げるため、

これまでの災害対応への経験や知見を実践的な訓

練を通じて職員間に確実に継承し、人材育成に努

めていくとともに、全庁横断的な災害対応ができ

る組織の在り方についても、不断の検討、改善を

重ねてまいります。 

  次に、議員からの情報に関する教訓をどのよう

に捉え、生かすのかについてお答えいたします。 

  平成３１年に各派幹事長会にて決定されました、

議会と議員の行動規範によりますと、地震発生時

や大規模水害時には、個別ばらばらにではなく、

足立区議会災害対策会議を通じて、区側に情報提

供や要請がなされるとなっております。会議を通

じていただきました情報は、区民からの貴重な声

やニーズであると捉え、情報収集指令室での分析

や応急対策、災害対策本部での意思決定などに生

かしていく考えでございます。 

  以上でございます。 

○渡辺ひであき議員 １点再質問させていただきた

いというふうに思います。 

  区民の皆さんに、自主的に自分の命を守るとい

うことについては答弁をいただいたんですけれど

も、私は、その枕に、避難所に入れる方は１５万

人しかいないんですよということを申し述べさせ

ていただいたというふうに思っております。その

ことを区側から発信せずに、何の理由で自分たち

の命を守れるのかということでは、解決に至らな

いというふうに思いますが、それについての答弁

を求めたいと思います。 

○千ヶ崎嘉彦危機管理部長 ただいま渡辺ひであき

議員からいただきました再質問について答弁いた

します。 

  質問の中身にございました１５万人の不足、こ

れに関しましては、私どもも課題と認識しており

ます。今後も、このような周知啓発のイベントな

どを通じまして、こういったことについても、啓

発、周知してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○伊藤のぶゆき議長 次に、３５番くぼた美幸議員。 

［くぼた美幸議員登壇］ 

○くぼた美幸議員 私は、足立区議会公明党の一員

として、さきに提出した通告に従い、若者の孤立

防止と相談支援の充実についてと区北東部地域の

課題についての２つのテーマについて順次質問さ

せていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  初めに、若者の孤立予防と相談支援の充実につ

いて伺います。 

  近年、不登校やひきこもり、進学、就職への不

安、人間関係の悩みなど、若者を取り巻く課題は、
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多様化、複雑化しています。ＳＮＳの普及で、人

とのつながり方が広がる一方、孤立感や生きづら

さを抱える若者も少なくありません。 

  足立区では、教育委員会や福祉行政での支援の

ほか、１０代から２０代前半を中心とした若者が、

家族や友人には言いづらいメンタル面や生活全般

の悩みなどをワンストップで相談できるあだち若

者サポートテラスＳＯＤＡを２０２２年から区が

委託して支援に取り組んでいます。 

  そこで伺います。現在、全ての区立中学校での

メンタル面の不調や悩みを抱える生徒の状況につ

いて、区はどのように把握をし、支援先につなげ

ているのか。また、不登校や欠席傾向のある生徒

の中には、心の不調や生きづらさを抱えているケ

ースも少なくないと考えます。 

［議長退席、副議長着席］ 

○くぼた美幸議員 スクールカウンセラーやスクー

ルソーシャルワーカーなどと学校現場はどのよう

に連携し、早期発見と支援に取り組んでいるのか

併せて伺います。 

  中学校卒業後は、区として実態把握が難しくな

る面があります。区は、高校生世代のメンタルヘ

ルスや孤立の課題について、現状どう把握してい

るのか。 

  また、高校生世代を区の若者支援策につなげる

ためには、区内の通信制なども含めた高校との連

携を密にしていくことが、大変に重要と考えます。

現在どのように行われているのか、併せて伺いま

す。 

  中学校時代の不登校がその後の孤立やひきこも

りにつながり、家族だけでは対応が難しいとの声

があります。このように、孤立が深まるケースに

ついて、区はどう把握しているのか。 

  また、中学校で長期不登校の生徒が、卒業時に

進路未定となった場合は、区として教育部門や福

祉部門等との連携を更に強化し、定期的に本人や

その家庭に連絡を取るなどの伴走型支援が必要と

考えますが、見解はどうか、併せて伺います。 

  若者が様々な悩みを抱えて困ったときに、安心

できる相談先を用意することは、区として大切な

取組です。今回、改めて会派として、あだち若者

サポートテラスＳＯＤＡでヒアリングをし、現場

の声を直接聞きました。その中で、若者の課題は、

心の不調だけではなく、不登校やひきこもり、家

族関係、就学、就労など様々な課題が複雑に絡み

合っていることを改めて認識しました。徐々に相

談数は増加しているものの、若者がこうした窓口

へ相談に来るためには、家族や知人、教員など周

囲の大人の理解と声掛けが１番のきっかけになる

ことが分かりました。区は、教員や保護者など、

若者と接点の多い大人たちに向けて、ＳＯＤＡの

周知をどのように行っているのか。 

  また、ＳＯＤＡを利用した方からは、悩みを抱

えたときにどこに相談したらよいか分からなかっ

たという声が多くあったとのことです。相談に来

ることができる若者だけではなく、支援を必要と

しながらも、相談につながっていない若者に対し、

情報発信を強化すべきと考えますがどうか。 

  更に、周知を強化するためには、広報が大切で

す。現在、区の広報紙への掲載は、年１回程度と

のことですが、長期休暇明けや新学期など、若者

が不安や悩みを抱えやすい時期に合わせて周知を

強化すべきと考えますがどうか、併せて伺います。 

  相談件数が増加する中、ＳＯＤＡの役割は今後

ますます重要になると考えます。支援の質を維持

しながら、利用者の増加に対応していくためには

人材が大切です。人材の確保と育成については、

区としてどのように更なる支援を図っていくのか

伺います。 

  ＳＯＤＡを利用した若者が、相談後に就職や就

労、社会参加などにつながった状況を区はどのよ

うに把握しているのか。また、アフターケアとし

ての継続的な伴走支援なども大切と思いますが、

どのように行っているのか、併せて伺います。 
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  現在、区は、子ども食堂や居場所を兼ねた学習

支援の場など、中学生までの居場所の設置を進め

ていますが、１０代後半から２０代の若者の居場

所については、まだ少ない状況です。若者のメン

タルヘルスについて、新潟青稜大学大学院教授の

碓井真史氏は、心の健康は、医療だけでは支え切

れないと指摘し、更に、日常に溶け込んだコミュ

ニティーの力が不可欠で、安心できる居場所や顔

の見える関係性における交流こそが、心のケアに

つながるとしています。 

  昨年の第３回定例会で、我が党の代表質問で、

若者の居場所の整備についての質問に対して、区

は、民間の力を活用することは有効であり、あだ

ち協創フロントを通じ検討していくとのことでし

たが、状況はどうか。 

  また、昨年度の若年者支援協議会は、生きづら

さを抱えた若者の居場所をテーマに実施しました

が、どのような議論が行われたのか。 

  更に、それを受けて、区としてどう施策に生か

していくのか、併せて伺います。 

  当区のＳＯＤＡは、北千住駅から近いながらも、

人目に付きにくい落ち着いた場所に立地していま

す。相談に行くこと自体に心理的なハードルを感

じる若者にとって大変利用しやすい環境です。一

方で、利用者の増加に伴い、施設内のスペースに

は限りがあり、待ち時間を過ごしたり、相談前後

にゆっくりと滞在したりする場所が十分ではない

といった現場の声もありました。 

  そこで、相談者が待ち時間を過ごしたり、相談

以外の若者でも自由に立ち寄り、相談、交流でき

る居場所機能を近隣で検討すべきと思いますが、

見解を伺います。 

  現在２０代前半の若者の中には、コロナ禍を経

験し、例えば、就職した企業に入社後も、オンラ

インや在宅勤務を中心とした働き方の中で、社会

人生活をスタートした世代がいます。職場での人

間関係を十分に築けないまま、リアルな出社勤務

を迎えたことで、孤立感やメンタル面での不調を

抱えている若者もいると考えます。区は、こうし

た若年社会人の孤立やメンタルヘルスの課題をど

う捉えているのか。 

  また、区の若者支援策をこうした働く若者にも

届けることは大切です。昨年５月、５０人未満の

企業にも、ストレスチェック制度を義務付ける国

の法改正が行われました。今後、区内事業者に接

する様々な機会を捉えて、そうした内容の説明と

ともに、区の若者支援策を企業側へ周知していく

べきと考えますがどうか、併せて伺います。 

  若者支援を進める上では、行政側や支援機関の

視点だけでなく、実際に支援を利用した若者の声

を施策に反映しながら、ブラッシュアップしてい

くことが重要と考えますがどうか。 

  また、利用者だけではなく、できる限り多くの

若者の意見を取り入れられるよう声を集める工夫

をすべきと考えますが、見解はどうか、併せて伺

います。 

  次に、区北東部地域の課題について伺います。 

  初めに、竹の塚の今後のまちづくりについて伺

います。 

  今月２０日から、竹ノ塚駅周辺地区まちづくり

説明会が開催されております。説明のポイントと

しては、市街地再開発事業検討案など、竹ノ塚駅

東口駅前空間の将来イメージについての概要説明

です。にぎわいがあり、安心で緑豊かなウォーカ

ブルなまちづくりが期待されます。 

  そこで伺います。竹ノ塚駅東口駅前広場には、

これまでタクシープールや都営バスの乗降場所が

ありませんでしたが、今回の計画により設置され

ると聞いています。どのような広場の形状になる

のか。 

  また、一般車両が安心して乗り降りができるス

ペースは必要と考えますがどうか。 

  更に、シェアサイクルも含め、歩行者と自転車

が共存でき、かつ違法駐輪ができない仕組みの駅
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前広場が望まれますが、併せて伺います。 

  現在の東口駅前広場には公衆トイレがあります

が、地下にあるため、バリアフリーになっておら

ず、また、夜間などは防犯面で不安があると区民

の方からの声があります。衛生的で安全面にも配

慮した公衆トイレの設置を要望いたしますがどう

か。 

  また、公衆喫煙所も新設すべきと考えます。併

せて伺います。 

  以前より、区民の方々から駅ビルＴＢＯＸにつ

いて様々な御要望がありましたが、結局解体をす

るということになりました。駅ビルに対して期待

をしていた方々に丁寧な説明が求められますがど

うか。 

  また、解体した跡地には、ベンチを配置するな

ど、緑の多い憩いの場とするよう求めますが、併

せて伺います。 

  駅構内において、階段は３か所ありますが、西

新井駅寄りの階段だけエスカレーターが設置され

ておりません。１階から乗降口のあるホーム階ま

で約６０段もある階段の昇降は、障がい者や高齢

者にとって非常に困難です。この階段へのエスカ

レーター設置を以前にも要望してきましたが、そ

の後の進捗状況について伺います。 

  現在、既存のＵＲ１号棟から３号棟に入居され

ている方々が転居予定の４ａ号棟並びに第五公園

跡地に建つ予定の団地の建設スケジュールと入居

順序についてはどうか。 

  また、この団地の１階部分のテナントの用途と

しては商業施設とのことですが、店舗だけではな

く、例えば、ミントポの機能を拡充するなど、区

民が参加しやすい活動や発表の場所を区もＵＲ等

と連携をし、積極的に推進すべきと考えますが、

併せて伺います。 

  竹の塚地域学習センターは、長年地域に定着し

ておりますが、施設全体がバリアフリーになって

おらず、しゅん工後約半世紀、５０年がたってお

り、老朽化が顕著です。この際、センターの機能

の一部を竹ノ塚駅東口駅前に移転すべきと考えま

す。例えば、若者や子育て世帯が多く集える居場

所を兼ねた新たな発想の図書館や、以前、ＵＲ都

市機構が行ったアンケートにおいて、文化施設を

望む声も地元から多くあったことから、文化ホー

ルを新設をし、足立区の北の玄関口として地域に

根ざすシンボリックなまちの顔となる施設にすべ

きと考えますが、伺います。 

  区営竹の塚六丁目アパートは、竹の塚地域内で

の建て替えを検討し、棟数は現状の２棟から１棟

になると聞いております。以前にも提案しました

が、都営竹の塚六丁目アパートの創出用地も視野

に入れつつ、現在竹の塚地域学習センターに入っ

ている福祉事務所などの機能移転も考慮しながら、

複合的な区営竹の塚六丁目アパートの建て替えが

必要と考えます。計画の進捗状況を伺います。 

  このエリアの防犯対策にも、区民から注目が集

まっております。現在の東口交番は、駅周辺を見

渡せない場所にあります。安心感を与えるため、

見通しがよく、パトカーも駐車できる適切な場所

に移設するよう、警視庁と連携を図るべきと考え

ますが、伺います。 

  次に、たけのつカー＆パークについて伺います。

３月に行われたぐるぐる博ｉｎ竹の塚では、チョ

ークアートや子ども靴のリサイクルなどの特徴あ

る店舗も出店され、区内外から、約４，０００名

が訪れるなど大変に好評でした。４月１４日には、

区内初となるトレーラーハウスに、区民がやりた

いことを考えるための相談コーナーがスタートし

ました。更に、キッチンカーを併設し、「やって

みたいに、ふれてみる」のコンセプトの下、たけ

のつカー＆パークがオープンし、現在まで様々な

企画が開催されております。しかし現在、定期的

な催しは開催ができずにおります。その理由とし

て、極力固定化を避けたいとのことですが、オー

プン前の時間帯を利用するなど、工夫してはどう
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か伺います。 

  次に、竹の塚地域における中高層建築物等の建

築に係る課題について伺います。 

  区では、足立区中高層建築物等の建築に係る紛

争の予防及び調整条例を制定し、建築紛争の予防

と調整を図っています。計画に際しては、事前公

開の標識を掲示し、近隣住民への周知を図るとと

もに、住民説明会又は個別説明により計画内容を

十分に説明し、良好な近隣関係の保持を求めてい

ます。建築主は、工事中はもとより、工事終了後

も、近隣住民とは良好な関係が求められます。が、

昨今、建築自体に近隣住民が反対しているにもか

かわらず、法的にクリアしているとの理由で、半

ば強引に建設を進める業者が見受けられます。そ

のような開発を繰り返せば、古くから住んでいる

住民が大変迷惑を被ることとなり、看過できませ

ん。（仮称）竹の塚二丁目計画新築工事では、北

海道の業者が土地を購入し、僅か１２０坪の敷地

面積に地上９階建てワンルーム住居２９戸を含め

３６戸の共同住宅建設を計画しましたが、周辺は

戸建て住宅が立ち並ぶ閑静な住宅地であり、地元

町会をはじめ、近隣住民から建設反対の意見が続

出しました。住民説明会で建設反対の意向を業者

に伝えた結果、計画は白紙撤回に至り、皆さん大

変に喜んでおりました。しかし、その後、今度は

元の所有者から滋賀県の業者がその土地を取得、

どのような計画になるのか注目をしていたところ、

驚いたことに、前回と全く同じ建物の計画が公表

されました。説明会で、住民がマンション建設に

反対していることに対し、業者の回答は、社内検

討した結果、現在の計画で進めるとのゼロ回答、

１回白紙撤回した土地を業者同士で転売しながら、

地元の声を一切聞かずに行おうとしている開発行

為に対して、区は住民の総意を酌んで、積極的に

関与すべきと考えますが、見解を伺います。 

  ワンルームマンションが建築されることにより、

区内定住人口の増加等に寄与する側面があるもの

の、近年は外国人住民が多く住む傾向があり、一

部の外国人住民によるマナー違反のごみ出し、ま

た深夜における大声での迷惑行為等に対して、区

民から不安の声が届いております。迷惑行為が発

生しないよう、区が積極的に関与する考え方もあ

ると思いますが、見解を伺います。 

  次に、島根・六月地域の課題について伺います。 

  この地域は、縦に旧日光街道や竹の塚センター

通り、横に環七通りや環七北通りなどの道路が整

備されていますが、一部の歩道には、視覚障がい

者用の点字ブロックが整備されておらず、視覚障

がい者の方からは、交差点だけに点字ブロックが

あっても、交差点と交差点をつなぐように点字の

ブロックが続いていなければ、怖くて歩行ができ

ないとの切実な声があります。旧日光街道や竹の

塚センター通り等の主要な幹線道路から点字ブロ

ックを敷設するよう、私は、令和６年第２回定例

会において要望しましたが、その後の進捗状況を

伺います。 

  最後に、竹の塚地区の適正規模・適正配置実施

計画案について伺います。 

  ３月の文教委員会において、竹の塚中学校と渕

江中学校の統合後の計画案の第２版について報告

がありました。それによると、渕江中学校を改築

し、統合校の新校舎とし、改築期間中は、竹の塚

中学校を仮校舎として活用するなどの、要は具体

的なスケジュールが示されました。しかし、関係

者説明では、主な質疑の中で、統合は決定なのか、

また、両校の校風が異なるとともに、小規模校の

よさは残すべきなどの意見も出ております。関係

者をはじめ、卒業生や地域住民の方々の理解と調

和をどのように図っていくのか伺います。 

  以上で私の質問を終了といたします。御清聴、

誠にありがとうございました。 

○神保義博あだち未来創造室長 私からは、まず、

高校生世代のメンタルヘルスや孤立の課題に対す

る現状把握と区内高校との連携についてお答えい
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たします。 

  メンタルの不調や不登校となり孤立してしまう

高校生世代の若者を早期に発見し、相談や適切な

支援につなげることは重要と考えておりますが、

義務教育が終了する中学校卒業後の実態を区とし

て把握することは非常に難しい面がございます。 

  そのような中で、こうした若者が１人でも多く

必要な支援につながるよう近年取り組んでいるの

が、区内の都立高校や通信制の飛鳥未来高等学校

との連携強化です。具体的には、まず、若年者支

援協議会を通じて学校長レベルでの情報共有を行

い、その後、適宜各学校を訪問し、副校長や教員

とも具体的な情報交換を行っております。また、

各学校の状況に応じて支援機関も同行することで、

顔の見える関係をつくりながら、早期支援につな

がりやすい環境づくりに努めております。 

  次に、中学校時代の不登校が長期化し、その後

孤立が深まるケースについての把握状況について

お答えいたします。 

  区では、委託事業である足立若者サポートテラ

スＳＯＤＡに寄せられる相談の結果報告から、小・

中学校時代の不登校をきっかけに、社会とのつな

がりが希薄となり、その後、孤立やひきこもりの

状態に至る若者が一定数存在することを把握して

おります。一方、全体像を把握するのは極めて難

しく、更に多くの若者が困難を抱えていると認識

しております。 

  また、中学校で長期不登校の生徒が、卒業時に

進路未定となった場合の伴走型支援につきまして

は、学校との関わりが途切れることで孤立が深刻

化するため、こども支援センターげんきのスクー

ルソーシャルワーカーと連携し、伴走型支援を行

うＳＯＤＡや高校生世代の居場所型学習支援など

へつなげてまいりました。しかしながら、途中で

支援が途切れてしまう方も一定数存在しており、

定期的に本人やその家族に連絡を取るなどの伴走

型支援は現状では難しく、今後の課題として認識

しております。 

  次に、ＳＯＤＡの情報発信の現状及び強化につ

いてお答えいたします。 

  まず、若者と接点の多い教員につきましては、

ＳＯＤＡのスタッフとともに適宜学校訪問を行い、

直接対面で御案内することで周知を図っておりま

す。各年度の実績報告書によれば、ＳＯＤＡに来

るきっかけとなった紹介者の第２位が学校を通じ

てであることから、少しずつ効果が現れているも

のと考えております。また、保護者や支援を必要

としながらも、相談につながっていない若者向け

に、区のＳＮＳやＳＯＤＡが独自に作成したポス

ターの掲示などで情報発信をしております。 

  今後は、新たなデザインのポスターを作成し、

学校内や駅構内へのポスター掲出を強化するなど、

更なる周知に取り組んでまいります。 

  なお、あだち広報への掲載につきましては、こ

れまでは年１回閉鎖しておりましたが、今後は長

期休業やゴールデンウイーク明けなど、若者が不

安や悩みを抱えやすい時期を意識しながら、年に

数回掲載できるよう、報道広報課と調整いたしま

した。 

  次に、ＳＯＤＡの人材確保や育成に対する今後

の区としての支援についてお答えいたします。 

  開設以降の相談の利用者数の増及び相談内容の

傾向を見ると、今後更なるニーズの高まりと課題

の複雑化が見込まれます。一方で、ＳＯＤＡのス

タッフは、医師や精神保健福祉士など非常に高い

専門スキルを有する方であり、人材の確保、育成

にはかなりの時間を要します。また、仮に増員で

きたとしても、現在の場所のキャパシティーでは、

近い将来、これ以上の相談を受けることが難しく

なると想定しております。既にこの課題は受託者

と共通認識を持っておりますので、令和９年度以

降のＳＯＤＡの方向性について、人材育成と確保

や新たな拠点の必要性について、現場の声を聞き

ながら検討してまいります。 
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  次に、ＳＯＤＡを利用した若者が、相談後に就

学や就労、社会参加などにつながった状況の把握

についてお答えいたします。 

  まず、就学や就労のほか、医療機関やＮＰＯ団

体など、何らかの支援機関につながった件数です

が、令和７年度は、相談者３７０人のうち、およ

そ半分の１９４人となっております。 

  また、相談後のアフターケアとして、継続的な

伴走支援は重要であると認識しており、支援終了

後も、困り事や不安が生じた際に、再度相談でき

ることを丁寧に案内するとともに、必要に応じて

支援期間を延長するなど、一人一人の状況に応じ

た支援を行っております。 

  次に、あだち協創フロントを通じた若者の居場

所の整備状況と若年者支援協議会での生きづらさ

を抱えた若者の居場所の議論及びその結果を区と

してどのように生かしていくのかについてお答え

いたします。 

  まず、あだち協創フロントにつきましては、現

時点で活用まで至っておりません。令和７年度に

アダチ若者会議を複数回開催し、若者自身から居

場所について意見を聞いたところ、想定以上に

様々なニーズが寄せられたため、現在、利用目的

や対象者、運営の方向性などを整理、検討してい

るところでございます。 

  今後、居場所づくりを進める上で、民間のノウ

ハウや活動なくして広げていくことはできません

ので、時期を見て、あだち協創フロントの活用も

含めて、民間との協働・協創を進めてまいります。 

  また、昨年度の若年者支援協議会における議論

では、大きく２点の御意見をいただきました。１

点目は、生きづらさを抱えた若者の居場所として、

高校生世代の居場所型学習支援について、更なる

拠点の拡充を求める意見があったことを受けて、

今年度、梅島、綾瀬校に続いて、３か所目の谷在

家校を開設いたしました。今後も、更なる拡充が

必要かどうか、引き続き検討してまいります。 

  ２点目は、生きづらさを抱えている方だけでな

く、若者が気軽に立ち寄り、安心して過ごせる居

場所の必要性についても御意見をいただきました。 

  令和８年度は、現在既に行っている地域学習セ

ンターのフリースペースなどの活用促進を高校生

をメンバーに加えたプロジェクトチームで考えて

いくとともに、区施設と民間の活動のそれぞれの

特徴を生かしながら、区内全域における居場所づ

くりについても、早急に検討を進めてまいります。 

  次に、ＳＯＤＡへの相談者が待ち時間を過ごし

たり、相談以外の若者でも自由に立ち寄り、相談

や交流ができる居場所機能を近隣でも検討すべき

ではないかとの御質問についてお答えいたします。 

  御提案のような居場所機能を併せ持つことで、

相談に行くこと自体に心理的なハードルを感じる

若者にとって、より利用しやすい環境となり得る

のではないかと考えております。 

  現在のＳＯＤＡにつきましては、完全予約制で

運営しており、待ち時間が長時間発生する状況に

はないことから、今後、ＳＯＤＡの拠点拡充や機

能強化の検討と並行して、近隣の居場所の在り方

についても、ＳＯＤＡのスタッフや関係機関に意

見を聞きながら検討してまいります。 

  次に、若年社会人の孤立やメンタルヘルスの課

題及び企業側への若年者支援策の周知についてお

答えいたします。 

  ２０代前半の若者の中には、コロナ禍で、オン

ラインや在宅勤務を経て社会人生活をスタートし、

職場での人間関係を十分に築けず、孤立感やメン

タル面での不調を抱えている若者がいると考えて

おりますが、区としては、正確な数や状況を把握

しておりません。その意味でも、企業側への周知

については、今後取り組むべき課題と考えますの

で、産業経済部などの関係部署と連携し、どのよ

うな方法が可能かつ効果的なのかを含めて検討し

てまいります。 

  次に、若者支援を進める上で、若者自身の声を
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施策に反映していくべきとの御質問についてお答

えいたします。 

  当事者である若者の意見を聞き、施策に反映し

ていくことは、こども基本法で定められ、今年４

月にスタートした区の子ども・若者計画にも明記

しております。利用者アンケートなどを通じて、

若者の意見を聞く機会を積極的に設けてまいりま

す。 

  また、利用者以外の若者の声も取り入れていけ

るよう、アダチ若者会議を継続実施していくこと

に加えて、今年度からスタートした、きかせて！

みんなのこえなどを活用して、より多くの子ども・

若者の意見を施策に反映できるよう、引き続き取

り組んでまいります。 

  次に、たけのつカー＆パークにおける定期的な

催しの開催に向けたオープン前の時間帯の利用に

ついてお答えいたします。 

  たけのつカー＆パークは、できるだけ多くの方

に、御自身や仲間でやってみたいことを具体的な

形にする機会やきっかけを提供する場にしたいと

考えており、特定の方が定期的に利用することは

御遠慮いただいております。 

  現在、７月末までをトライアル期間として運営

し、８月以降の本格活用の方針を検討中ですが、

試験的な取組の１つとして、オープン前の午前９

時３０分から午前１１時までの時間を近隣保育施

設の散歩コースとして開放しております。引き続

き、状況を見ながら、オープン前の時間帯を定期

的な企画実施に利用可能かどうか検討してまいり

ます。 

  私からは以上です。 

○真鍋兼都市建設部長 エリアデザイン推進室長を

兼務しておりますので、併せて御答弁申し上げま

す。 

  私からは、竹ノ塚駅周辺のまちづくりについて

お答えいたします。 

  まず、新たな駅前広場の形状につきましては、

計画の検討を重ねているところでございますが、

現在の交通広場外に設置されている都営バスをは

じめ、東武バス、一般車の乗降スペース及びタク

シー、バスプールを設けるとともに、歩行空間を

広く取り、人々が集い、活動できる場所となるよ

うな形状を考えております。加えて、自動運転技

術の進歩など、時代のニーズに対応できる可変性

のある整備につきましても検討してまいります。 

  また、駅前広場周辺への駐輪場やシェアサイク

ルポートの設置など、ハード面と走行マナーの向

上や押し歩きのルール化など、ソフト面の両面か

ら、違法駐輪のない歩行者と自転車が共存できる

仕組みを検討してまいります。 

  次に、現在地下にある公衆トイレと駅前広場に

ある公衆喫煙所の設置につきましては、市街地再

開発事業による駅前広場とＵＲ竹の塚第三団地の

一体的な整備の中で、特に公衆トイレにつきまし

ては、ユニバーサルデザインに配慮しつつ、地上

にも設置するよう、位置も含めて検討してまいり

ます。 

  次に、東武鉄道の駅ビルに期待していた方々へ

の丁寧な説明についてお答えいたします。 

  現在の駅ビルは、市街地再開発事業により新た

な駅前広場の一部になることを地域の皆様にまち

づくり計画説明会やホームページ、まちづくりニ

ュースなどを通じて丁寧に説明してまいります。 

  また、駅前広場には、憩い、交流の場となるオ

ープンスペースを創出することを検討しておりま

す。詳細設計は、都市計画決定後になりますが、

解体跡地には、ベンチの設置も含め、緑の多い憩

いの場として活用されるよう、区民の皆様の声を

聞きながら検討してまいります。 

  次に、竹ノ塚駅西新井駅寄り階段のエスカレー

ター設置検討に関するその後の進捗状況について

お答えいたします。 

  令和６年３月に完了した竹ノ塚駅付近連続立体

交差事業では、比較的利用率の高い改札側、いわ
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ゆる★★と中央部の階段にエスカレーターを設置

しております。令和６年６月第２回定例会で御答

弁させていただいたとおり、西新井駅寄りの階段

につきましては、先頭又は最後尾車両の利用者が

ほとんどであることと障がい者や高齢者の御利用

はエレベーターで対応いただけるなどを踏まえ、

エスカレーターを設置しておりません。★★定例

会でいただいた御要望につきましては、東武鉄道

に検討していただくようお伝えしておりますが、

現状の利用状況から、現時点で西新井駅寄りの階

段にエスカレーターを設置する予定はないとのこ

とでした。しかしながら、今後の竹ノ塚駅周辺ま

ちづくりに伴い、駅の利用状況も変化していくこ

とと想定されるため、東武鉄道には、今後の利用

状況に応じて検討していただくよう伝えてまいり

ます。 

  次に、ＵＲ団地の建設スケジュールと入居状況

についてお答えいたします。 

  ＵＲに確認したところ、４ａ号棟及び竹の塚第

五公園跡地の建設スケジュールですが、竹の塚第

五公園跡地を足立区からＵＲに引き渡した後、令

和８年１１月以降の着工、しゅん工は令和１１年

以降を予定しているとのことです。 

  なお、入居順序につきましては、現時点で未定

とのことですので、詳細が明らかになったタイミ

ングで議会へ報告してまいります。 

  また、区民が参加しやすい活動や発表の場の確

保につきましては、今後、市街地再開発事業で整

備する区域も含め、ＵＲと連携し、検討を進めて

まいります。 

  次に、竹の塚地域学習センターの機能の一部を

竹ノ塚駅東口駅前に移転し、足立区の北の玄関口

として、地域に根ざすシンボリックなまちの顔と

なる施設にすべきとの御質問にお答えいたします。 

  御提案のありました竹の塚地域学習センターの

機能の一部を含め、竹の塚エリアにおける公共公

益施設につきましては、東口駅前再開発事業によ

って建築する建物の一部への移転の可能性も含め

て検討を行っているところでございます。 

  また、居場所を兼ねた新たな発想の図書館や文

化ホールといった機能につきましても、併せて検

討を行い、足立区の北の玄関口として地域に根ざ

すシンボリックなまちの顔となるよう、引き続き

慎重に検討を進めてまいります。 

  次に、竹ノ塚駅東口交番の移設についてお答え

いたします。 

  竹ノ塚駅東口の市街地再開発事業や西口駅前交

通広場の本整備の時期など様々な観点から検討し

ており、現在、警視庁や竹の塚警察署と協議を進

めております。安全で安心なまちの実現に向け、

防犯上の有効性や利便性などを含め、警視庁と協

議しております。警視庁と講じてまいります。 

  次に、旧日光街道や竹の塚センター通り等の主

要な幹線道路における点字ブロックの敷設要望に

対する進捗状況についてお答えいたします。 

  区では、令和８年度末を目標に、当該地域にお

いて、点字ブロックの連続的な整備に必要なバリ

アフリー地区別計画（竹の塚周辺地区編）の策定

を進めております。今後、本計画の策定に併せ、

各道路管理者と連携を図りながら、計画的に点字

ブロックを敷設してまいります。 

  私からは以上でございます。 

○稲本望建築室長 私からは、区営竹の塚六丁目ア

パートの建て替え計画の進捗状況についてお答え

いたします。 

  現在、区営竹の塚六丁目アパートは、２棟から

１棟への集約建て替え計画を進めております。ま

た、福祉事務所などの機能を移転、複合化するこ

とにつきましては、区民サービスの向上や業務の

効率化の観点から非常に有効であると認識してお

り、現在基本計画の検討に取り組んでおります。 

  今後は、令和１５年頃の入居を目標に計画を進

めてまいります。 

  次に、１回白紙撤回した土地を事業者同士で転
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売しながら、地元の声を一切聞かずに行おうとし

ている開発行為に対して、区は、住民の総意を酌

んで積極的に関与すべきとの御質問にお答えいた

します。 

  区といたしましては、今回の事例に限らず、建

築主や事業者に対し、条例の趣旨を踏まえ、近隣

住民等に丁寧な説明と対応を求めておりますが、

併せて事業者、地域住民の双方が自らの主張を繰

り返すだけでなく、お互いの立場を理解して譲り

合い、合意形成を図っていくことが重要であり、

まずは当事者間の協議を優先すべきと考えます。

しかしながら、協議が難航し、双方から申出があ

れば、区も中立的な立場から、条例に基づくあっ

せんを行うなど、事態の打開に向けて調整を進め

てまいります。 

  なお、１回白紙撤回した土地を事業者同士で転

売することにつきましては、事業計画の断念や新

規参入は、各社の経営判断によるところであり、

仮にＡ社が撤回した計画をＢ社が進めることにな

っても、計画が建築関係法令に反しない限り、区

が計画の見直しや中止を指導する権限はありませ

んが、地域の声に寄り添って丁寧に対応するよう

要請してまいります。 

  私からは以上でございます。 

○茂木聡直地域のちから推進部長 私からは、ワン

ルームマンションにおける外国人住民の生活マナ

ー対策についてお答えいたします。 

  外国人住民に対しては、言語の課題に加え、文

化や生活習慣の違いを考慮した丁寧な情報提供が

必要と認識しております。区では、足立区を管轄

する全日本不動産協会と東京都宅地建物取引業協

会の支部と連携し、生活ルール等を多言語で紹介

する生活ガイド動画を案内するチラシを配布して

おり、引き続き、地域のルールを理解していただ

くよう努めてまいります。 

  私からは以上でございます。 

○吉尾文彦こども支援センターげんき所長 私から

は、若者の孤立予防と相談支援の充実についての

御質問のうち、区立中学校におけるメンタル面の

不調や悩みを抱える生徒の把握と支援先へのつな

ぎ方及びスクールソーシャルワーカーなどとの連

携による早期発見と校内での支援についてお答え

いたします。 

  各中学校では、週１回程度、教員やスクールカ

ウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどが

出席し、メンタル面の不調や不登校などについて

検討する校内委員会で、様々な悩みを抱える生徒

などの情報共有と支援方針を検討しております。 

  また、スクールカウンセラーは、授業観察や面

談を通じて、生徒の心身の不調や悩みの早期発見

に努めており、必要に応じて学校以外の相談機関

につなぐなどの支援を行っております。 

  加えて、医療や福祉などの専門的な支援が必要

な場合には、学校からの依頼を受け、スクールソ

ーシャルワーカーが関係機関との連携や支援につ

なげております。 

  私からは以上です。 

○絵野沢秀雄学校運営部長 私からは、竹の塚中学

校と渕江中学校の統合における関係者等の理解と

調和についてお答えいたします。 

  さきの６月１０日には、竹の塚地域の保護者や

ＯＢ有志から、統合反対を求める１，２００筆の

署名がありました。地域住民から多数の声が寄せ

られたことについて、区として真摯に受け止めて

おります。また、署名をお預かりする際、地域の

学校関係者の皆様が、竹の塚中学校をよりよくし

ようと様々な取組をしていただいていることをお

聞きし、頭の下がる思いでいっぱいになりました。

しかしながら、一方で、両校の学区域内の年少人

口は減少の一途であり、学校施設の更新も進めて

いく必要がある現状においては、両校の統合は、

子どもたちの教育環境を更に向上させていく有効

な施策であると考えております。 

  今後は、統合地域協議会において、学校統合を
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合意いただけた後、地域にとってもよりよい学校

となるよう検討し、地域住民の理解を進め、竹の

塚中学校、渕江中学校両校のそれぞれのよさを取

り入れた調和のある学校となるよう取り組んでま

いります。 

  以上でございます。 

○吉田こうじ副議長 次に、１１番岡田将和議員。 

［岡田将和議員登壇］ 

○岡田将和議員 足立区議会自由民主党の一員とし

て、さきに通告した一般質問を行わせていただき

ます。執行機関の皆様におかれましては、前向き

で、区民にとりましても分かりやすい答弁を求め

ていきますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

  国による地方税の偏在是正措置への強い危機感

とそれに備える足立区の財政運営についてです。

国が進めてきた不合理な偏在是正措置により、我

が足立区を擁する東京都からは、これまでの１８

年間で合計１２．６兆円もの莫大な税収が国に吸

い上げられてきました。足立区単体で見ても、そ

の影響は深刻です。とりわけ、令和８年度税制改

正による法人住民税の一部国税化やふるさと納税

による流出額を計算すると、足立区における令和

８年度の減収額は、実に２３１億円との試算にな

ります。今年に入り、高市首相と小池都知事との

間で、首都発展に向けた新たな協議体が創設され、

実務者協議を行うなど、不合理な地方税制の課題

解決に向けた議論は、新たなフェーズを迎えてい

ます。 

［副議長退席、議長着席］ 

○岡田将和議員 足立区としても、東京都や他の特

別区と一丸となり、不合理な財源召し上げの撤廃

に向けて国と対峙しなければならない立場にあり

ます。私たちは、最前線で足立区民の命と暮らし

を守る自治体として、万が一の事態を想定した備

え、リスクマネジメントを怠るわけにはいきませ

ん。 

  そこで、伺います。万が一にも国に召し上げら

れる額が増え、足立区に交付される都区財政調整

交付金の金額が下がった場合、本区の税収減はど

の程度になると見込んでいるのでしょうか。直近

の財政調整交付金額とともにお示しください。 

  既に令和８年度の２３１億円もの減収を余儀な

くされている本区において、これ以上の最悪なシ

ナリオを想定したデータとエビデンスに基づく将

来の財政シミュレーションの必要性についての見

解を伺います。 

  外部環境が不透明だからこそ、区が今取り組む

べきは、国や都の動向に依存しない足立区の自立

した稼ぐ力の創出です。その一手として、区の保

有資産に対するネーミングライツ（命名権）の活

用を提案いたします。 

  ６月２日付の読売新聞記事にもありましたが、

今やネーミングライツは大型施設だけでなく、道

路や歩道橋、公園の施設や池といった身近なイン

フラにまで広がりを見せています。 

  まず、大型公共施設への導入についてです。区

を代表する施設として、区内外から多くの人が訪

れる総合スポーツセンターやギャラクシティとい

った施設について、本格的なネーミングライツの

検討を進めるべきではないでしょうか。企業のプ

ロモーション効果も高く、大きな自主財源の確保

が見込めると思いますが、区の見解を伺います。 

  身近にある公園や豊かな自然資源への導入につ

いてです。区民の健康増進やコミュニティーの拠

点あるいは観光資源となっている公園を生かすべ

きです。例えば、車通りの多い尾久橋通りに面し、

地域のスポーツの拠点として新整備された上沼田

東公園野球場は、本格的な野球場として日々多く

の球児やスポーツプレーヤーが活動する場所であ

り、健康増進やスポーツ振興、地域貢献を理念と

して掲げる民間企業にとっては、これほど魅力的

なパートナーシップの対象はありません。まずは

この野球場前を通る尾久橋通りの交通量をしっか
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りと調査し、周辺の交差点などに掲げる標識や看

板が持つ広告効果を客観的に検証してみてはいか

がでしょうか。 

  データに裏付けられた確かな広告価値を行政が

示すことができれば、企業側の参入意欲は更に高

まります。そこで得られた命名権料を公園の維持

管理費へ還元し、より質の高いグラウンドコンデ

ィションや施設環境を維持していくことこそ、

日々汗を流す区民やスポーツを親しむプレーヤー

への応援につながると考えますが、区の見解を伺

います。 

  江北エリアに近い堀之内公園のハス池には、千

葉県千葉市千葉公園から分株され推定約２，００

０年の眠りから覚めた世界最古のロマンを伝える

大賀ハスが歴史の深みをたたえながら美しく咲き

誇っています。また、先日のしょうぶまつりの舞

台ともなったしょうぶ沼公園のショウブ沼も同様

です。このように、ハス池やショウブ沼など公園

が持つ歴史的・文化的側面に付加価値を与え、パ

ークイノベーションらしい命名権の継承を行うこ

とを求めますが、区の見解を伺います。 

  歩道橋やペデストリアンデッキへの導入につい

てです。区において高い広告宣伝効果を発揮する

のが、環七通りに接する北綾瀬駅前ペデストリア

ンデッキです。これほど車通りが多く、圧倒的な

視認性を誇る１等地のインフラをただの通路とし

て眠らせておくのは、あまりにももったいないこ

とです。過去に私が綾瀬駅前の歩道橋の価値化を

提案いたしましたように、この環七にまたがる交

通の結節点こそ、民間のプロモーション需要を呼

び込む絶好の稼ぐ資産として収益化を図るべきと

考えますが、区の見解を伺います。 

  道路ネーミングライツへの導入です。足立区は、

これまで、区制６０周年あるいは８０周年の節目

において、地域に親しまれるようにと、区内４７

路線の道路に独自の愛称を付与されてきた経緯が

あります。これは、地域への愛着を育むすばらし

い取組であったと評価をいたします。しかし、こ

れらを単なる地域に親しまれるための看板のまま

で終わらせてよいのでしょうか。先日の新聞記事

によると、埼玉県戸田市では、約８００メートル

に及ぶ市道にイオンわくわく通りという愛称を付

与するネーミングライツを導入し、年間６１万円

もの命名権契約を締結、その財源を維持管理費に

充当しています。戸田市のように、一歩踏み込ん

でネーミングライツ化を図り、維持管理費を自ら

稼ぎ出す生きたインフラへとアップデートさせる

お考えはありませんでしょうか。区の見解を伺い

ます。 

  命名権を取得した企業が、住民と協力して沿道

の緑化活動に協力する。京都府木津川市では、配

水池の命名権を取得した企業が市とタイアップし

て給水塔をライトアップするイベントを開くなど、

命名権をきっかけに地域を活性化する動きも見ら

れます。公共施設を行政のものとだけにするので

はなく、民間が自らの活動と結びつけながら共に

支え、住民にも喜ばれる三方よしの命名権を目指

すべきではないかと考えますが、区の見解を伺い

ます。 

  去る５月１６日、五月晴れの下で、青井バラま

つりと足立区で初開催となるつくばエクスプレス

トリップウォークが同日開催をされました。五感

で楽しむ『あだち彩り』花散歩と銘打たれた今回

のイベントは、ＴＸ青井駅をスタートし、第１チ

ェックポイントの青和ばら公園を通り、綾瀬川を

越え、東綾瀬公園からしょうぶ沼公園、郷土博物

館・東渕江庭園を経て、更には、ドラマのロケ地

やミュージックビデオの撮影地としても度々使用

される加平谷中地下歩道をくぐり抜け、六町駅の

ゴールと至るコースルートでした。私も現場へ赴

き、参加者の方々へどちらから来られたのですか

とお尋ねをいたしました。流山市から来られた女

性２人組や最近守谷へ引っ越してきた青年とお話

をすることができました。共通して、ＴＸ沿線に
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住む若い世代の方々がおっしゃっていたことは、

いつも通勤で通り過ぎてしまう青井駅に初めて降

りました。こんなところがあるんですねと。青井

駅は、北千住駅まで僅か３分、終点の秋葉原駅へ

も１４分、更には将来の東京駅延伸を見据えれば、

都心直結の極めて高い交通利便性を誇るポテンシ

ャルを秘めたエリアです。こうしたイベントも単

発で終わらせてしまってはもったいありません。

加平谷中地下歩道のようなロケ地支援を含め、行

政に求められるのは、この点を面へと広げ、区外

から人を呼び込み、定住へとつなげる、自治体の

稼ぐ力へと価値化していくことです。特に、今回

訪れたような若い世代に対しては、受動的な広報

紙の案内だけでは届きません。インスタグラムの

リール動画やＴｉｋＴｏｋなど、現代のデジタル

アルゴリズムを意識したプッシュ型のプロモーシ

ョンを展開し、都心に近くて花や緑が豊かな足立

区の魅力を戦略的にすり込んでいく必要がありま

す。 

  そこで伺います。今回のトリップウォークの参

加者数はどれぐらいだったのか伺います。また、

足立区の総評についても併せて伺います。今回の

トリップウォークの開催を契機として、今後も継

続してつくばエクスプレスとのコラボレーション

事業を展開していくべきと考えますが、区の具体

的な方針をお聞かせください。 

  また、ターゲット層である若い世代に向けて、

ＳＮＳ等を活用した攻めのデジタルプロモーショ

ンを区としてどのように掛け合わせていくのか、

併せて見解を求めます。 

  今、正に青井駅や六町駅を使って通勤・通学し

ている区民が、毎朝の激しいラッシュという足元

の不便に直面している現実を見過ごすわけにはい

きません。本年１月、足立区を含むＴＸ沿線の１

１の自治体は、首都圏新都市鉄道に対し、混雑緩

和を求める要望書を連名で提出しました。そこで

は、車両編成の８両化の早期実現を強く求めてい

ます。しかし、８両化は、供用開始が２０３０年

代前半とされ、ホーム延伸などのハード整備には、

なお相応の時間を要します。区民が今直面してい

る混雑は一刻の猶予もありません。インフラの完

成をただ待つのではなく、足立区として今できる

ソフト対策を発信していくべきです。 

  ＴＸが本年５月１１日から７月３１日まで実施

しているクレカタッチでゆとり通勤キャンペーン

があります。平日始発から午前６時半までにクレ

ジットカード等のタッチ決済で乗車すると、普通

運賃が２０％割引となる首都圏の鉄道では初とな

る早朝割引の実証実験です。対象となる入場駅に

我が区の青井駅と六町駅がしっかりと含まれてい

ます。事前登録も一切不要、対象カードを改札に

タッチするだけで割引が自動で適用されます。早

朝に移動を分散させて、混雑を和らげ、かつ区民

の家計負担も軽くする、正に一石二鳥の取組であ

ります。ＴＸ沿線の八潮市では、行政、地域を挙

げてこの早期割引の積極的な周知が図られている

一方、区の発信はお世辞にも十分とは言えないの

が実情ではないでしょうか。 

  第１に、ＴＸが実施する早朝割引キャンペーン

の対象に、青井駅、六町駅が含まれていることを

区のＳＮＳや広報媒体を通じて、区民へ積極的に

発信、周知すべきと考えますが、区の見解を求め

ます。 

  第２に、８両化というハード整備の完成を待つ

間の現実的な混雑緩和策として、こうしたオフピ

ーク通勤などのソフト施策の効果をＴＸと共有し、

実証実験の恒常化や更なる利便性向上を足立区と

して主体的にＴＸへ働きかけていくべきと考えま

すが、区の見解を求めます。 

  朝の通勤時、青井駅前までシェアサイクルで向

かったもののポートが満車で返却できず、電車に

乗り遅れそうになった。利用者からはそんな切実

な声が寄せられています。現在区民の重要な足の

１つとなっているシェアサイクルですが、青井駅
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前のシェアサイクルポートの駐輪可能台数は僅か

５台しかありません。目的地で返却できないとい

う事態は、利用者にとって致命的な不便であり、

大きなストレスです。現在、青井駅直結の地下駐

輪場は、定期利用のキャパシティーが約１，００

０台あるのに対し、実にその半分、およそ５００

台分の空きがある状態が続いていると仄聞してお

ります。多額のコストを投じた駅直結駐輪場が５

００台も余ってる一方で、利便性の高いシェアサ

イクルは僅か５台の枠のせいで利用できない現状

は、効率的な空間利用とは言えません。 

  朝の通勤時間帯などにおけるシェアサイクルの

返却不能という不便を解消するため、半分もの空

がある駅直結駐輪場の余剰スペースなどを戦略的

に見直し、青井駅前のシェアサイクルポート数を

早急に増設、拡張すべきと考えます。事業者や関

係機関との調整を含め、区の柔軟な見解を求めま

す。 

  青井駅前にはスーパーも何もない。青井に住む

区民からの切実な声を聞きました。駅周辺を歩く

と誰もが気付くのが、青井駅前一帯を囲む広大な

都営住宅の存在です。地域の居住を支えてきた大

切な財産である一方、現在の駅前空間としてのに

ぎわいや商業的利便性という観点からは大きな制

約となっています。 

 青井駅近くに位置する都営青井三丁目アパートが

建築されたのは１９７６年であり、正に今年で築

５０年、半世紀が経過しています。更に、駅前の

青井三丁目第２アパート、第３アパートにおいて

も、一様に著しく築年数が経過しており、建て替

えのタイミングが目前に迫っていることは明白で

す。この老朽化の対応と建て替えの工期をただ漫

然と都任せにするのではなく、駅前のまちづくり

を変える最大のチャンスとして捉え直すべきです。 

  例えば、お隣の北区では、大規模な都営団地で

ある桐ケ丘団地の建て替えに伴い生み出された創

出用地に民間活力を導入、スーパーマーケットや

ドラッグストア、更には地域の居場所となる交流

スペースなど、地域ニーズに直結する利便性の高

いまちづくりを実現させようとしています。 

  都の最上位計画である東京都住宅マスタープラ

ンにおいても、都営住宅の建て替えに際しては、

単に住宅を更新するだけでなく、地域特性に応じ

た民間活用や施設誘致を進め、誰もが暮らしやす

い生活の中心地の形成を図ることと明確に掲げら

れています。つまり、東京都は、その地域にどん

な施設が必要かという基礎自治体である足立区か

らの提案を待っているのではないでしょうか。逆

に言えば、足立区が具体的なビジョンを描かず、

要望を出さなければ、単なる住宅への更新だけに

終わり、この駅前空間創出のチャンスを今後数十

年にわたり失うことになります。これは、将来の

足立区に対する大きな機会損失となり得るのでは

ないでしょうか。 

  築５０年を迎えた都営団地の建て替えタイミン

グを青井駅前活性化の最大の好機と捉えるべきで

す。北区の事例や都の住宅マスタープランが示す

とおり、足立区が主体的に商業施設などの誘致と

いった明確なビジョンを描き、駅前にふさわしい

生活の中心地の形成をつくるべきと考えますが、

区の見解を求めます。 

  つくばエクスプレスは、安全で災害に強く、し

なやかな交通インフラの構築を企業理念に掲げ、

乗客を守るための様々な取組を行っています。そ

の一環として、ウォーキングマップ「ＡＲＵＫＵ」

を発行し、災害時における帰宅ルート等の情報を

掲載することで、帰宅困難者対策のツールとして

提供するなど、事業者としての自助・共助の姿勢

を明確に示しています。 

  この「ＡＲＵＫＵ」に記載された地図を見ると、

綾瀬川以西の青井駅近辺には、帰宅困難者を受け

入れる一時滞在施設や避難所といった表記が全く

ありません。もしも首都直下地震のような大規模

災害が発災、ＴＸが駅付近で停止した場合、どう
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なってしまうのでしょうか。ＴＸから行き場を失

った乗降客は、本来、被災した地元住民を受け入

れるべき小・中学校などの地域の避難所へ押し寄

せることになりかねません。ただでさえ混乱を極

める避難所運営において、地元区民のスペースや

備蓄物資を圧迫し、２次的な被害の連鎖を生み出

す大きなリスクになり得るのではないでしょうか。

民間企業であるＴＸが安全確保の取組を進めてい

る以上、行政である足立区がそれを単独の事業と

して傍観してはいけないと考えます。 

  首都直下地震等を見据え、区は、つくばエクス

プレスと緊密に連携し、駅周辺における一時滞在

施設の設置、確保に向けた検討を早急に進めるべ

きと考えますが、区の見解を求めます。 

  以上、偏在是正と区財政の自立、そして、ＴＸ

の東京駅延伸を見据えたまちづくりについてとい

う２つのテーマについて質問させていただきまし

た。 

  東京都民が納めた税は、東京都民のために使わ

れるべき。偏在是正とＴＸの東京駅延伸、この２

つのテーマは、東京都政、足立区政に多大な功績

を残された今は亡き高島直樹東京都議会議員が生

前強い思いを持って取り組まれ、志半ばで、本当

は成し遂げたかったであろう政策と私は考えます。 

  足立区がこれからも住み続けたい、選ばれるま

ちであり続けるために、５年、１０年、そして２

０年先の足立区を見据えた視点を持ち、今から取

り組む必要があると考えます。 

  以上で私の質問を終わります。御清聴ありがと

うございました。 

○岩松朋子政策経営部長 私からは、偏在是正の御

質問のうち、初めに、都区財政調整交付金の金額

が下がった場合の税収減の見込みについてお答え

いたします。 

  まず、直近の令和６年度決算における都区財政

調整交付金は１，１６３億円となっております。

現時点で税制改正の内容の詳細が示されていない

ことから、本交付金への影響額を見込むことは困

難ですが、令和２年度の税制改正では、令和元年

度の１，１２９億円に対して、令和２年度は９９

３億円と約１３６億円もの大幅な減収となり、区

財政に大きな影響が生じたことから、引き続き、

都や特別区長会と連携し、国の動向を強く注視し

てまいります。 

  次に、将来の財政シミュレーションの必要性に

ついてお答えいたします。 

  中長期的な視点に立ったデータとエビデンスに

基づく将来の財政シミュレーションは必要である

と考えており、令和５年度から令和１０年度まで

の６年間の財政見通しを示した中期財政計画を策

定し、公表しております。策定に当たっては、税

制改正による影響額や社会保障関連経費の増加な

ど、策定時点で想定される歳入歳出双方にわたる

様々な変動要因を考慮し、複数のパターンで試算

を行い、最終的に国の税収予測に基づいた試算を

採用いたしましたが、現在議論されている偏在是

正措置の影響までは見込めておりませんでした。 

  今後は、国の議論を注視し、大枠の方向性が示

された段階で、様々なパターンを想定した試算を

行い、ＡＩを活用するなどしたシミュレーション

の精度向上に努めることで、健全な財政運営を堅

持してまいります。 

  次に、ネーミングライツの導入について、一括

してお答えいたします。 

  新たな自主財源を確保し、持続可能な区政運営

を実現する上で、ネーミングライツは有効な手法

の１つであると認識しております。 

  まず、これまでの検討状況ですが、総合スポー

ツセンターやギャラクシティといった既存施設の

導入を検討いたしましたが、導入に前向きな企業

がなかったこと、また、既に業務を受託している

指定管理者との調整に課題があったことから、導

入を見送りました。同様に、歩道橋への導入につ

いても、先行する大阪市や神戸市に視察を行いま
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したが、応募が少ない状況を確認したため、見送

った経緯がございます。 

  今後は、公園や道路、北綾瀬駅前のペデストリ

アンデッキについても、稼ぐ資産として収益化を

図るため、関係所管とネーミングライツの導入に

向けて、他自治体の事例研究に着手するとともに、

標識や看板が持つ広告効果の検証の必要性につい

ても検討いたします。 

  あわせて、上沼田東公園、高野スポーツパーク

創出用地の江北エリア３施設における一括指定管

理の検討においても、導入の可能性について確認

してまいります。 

  また、ネーミングライツを導入する際には、区、

企業、区民が三方よしの関係となるよう、民間企

業が命名権をきっかけに、地域に貢献できる仕組

みを検討してまいります。 

  なお、ネーミングライツとは別に、区施設にお

ける屋内、屋外広告の導入についても検討を進め

ております。 

  私からは以上でございます。 

○長澤友也交通対策担当部長 私からは、つくばエ

クスプレスについての御質問のうち、初めに、ト

リップウォークについてお答えいたします。 

  参加者数についてですが、首都圏新都市鉄道株

式会社からは５１４名と伺っており、過去８回実

施して５００名を超えているのは、今回が２回目

とのことで、大変多くの方に御参加いただいた状

況です。区としましては、当イベントを通して多

くの参加者に青井駅や六町駅を認知いただいたと

ともに、約７．３キロメートルのウォーキングコ

ースでは、郷土博物館や葛西用水親水水路、しょ

うぶ沼公園など、多くの区の施設を知っていただ

き、大変有意義なイベントになったと認識してお

ります。また、今回のトリップウォークを契機と

して、今後も青井の魅力を発信できるよう、つく

ばエクスプレスと連携した取組について協議して

まいります。 

  ＳＮＳ等を活用したプロモーションについては、

媒体ごとにデータ分析に基づく戦略的な運用が重

要であると認識しておりますので、区公式ＳＮＳ

を用いたターゲットに適した効果的な情報発信に

努めてまいります。 

  次に、つくばエクスプレス、ＴＸが実施する早

朝割引キャンペーンに関する発信、周知について

お答えします。 

  令和８年５月１１日から７月３１日までの平日

で実施している本キャンペーンについて、区とし

ても、各種媒体を通じて周知の協力をすべきと考

えています。現在、ＴＸ作成の広報ポスターを駅

周辺の駐輪場などの区施設に掲示しているととも

に、区ホームページやＳＮＳなどによる発信を行

っており、引き続き協力してまいります。 

  次に、８両化整備完成までの現実的な混雑緩和

対策に関するＤＸへの働きかけについてお答えし

ます。 

  まずは、区としてもオフピークソフト対策とな

る本実証実験の状況について、ＴＸに確認してま

いります。その上で、実証実験の状況を踏まえな

がら、引き続き、沿線自治体と連携した混雑緩和

に関する要望活動を行っていくとともに、足立区

としても、八潮駅始発便の増発や本実証実験の恒

常化など、更なる利便性向上について、主体的に

働きかけをしてまいります。 

  私からは以上です。 

○真鍋兼都市建設部長 私からは、青井駅直結駐輪

場の余剰スペースなどを戦略的に見直し、青井駅

前のシェアサイクルポート数を早急に増設、拡張

すべきとの御質問にお答えいたします。 

  青井駅の駐輪場の入り口は、ゲート式となって

おり、一時利用の入場券を発券機から取ることで

ゲートが開き、出庫時に精算するシステムとなっ

ております。シェアサイクルがスムーズに利用で

きるか、事業者や駐輪場の管理者と調整し、空き

スペースの活用に向けて検討してまいります。ま
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た、現在あるラックの新型ラックへの変更による

増設や駅前広場の空きスペースの活用等も含め、

柔軟に検討してまいります。 

  私からは以上でございます。 

○稲本望建築室長 私からは、都営住宅の建て替え

のタイミングを捉えた駅前空間の創出についてお

答えいたします。 

  現在、東京都は、昭和４０年代に建築された都

営住宅の建て替えを優先的に進めており、足立区

内におきましては、上沼田第３アパートや新田一

丁目アパートなど計１３団地にて、都営住宅の建

て替え事業を進めております。 

  昭和５０年代に建築された青井三丁目アパート

をはじめとする青井駅周辺の都営住宅におきまし

ては、現在、都による建て替え計画の検討開始に

至っておりません。 

  今後、都営住宅の建て替え時に、青井駅前にふ

さわしい生活の中心地の形成に資する創出用地を

設けられるよう、都営住宅建て替え協定に基づき、

足立区と東京都住宅政策本部が定期的に実施して

いる協議会の機会を捉えて、東京都に働きかけて

まいります。 

  私からは以上でございます。 

○千ヶ崎嘉彦危機管理部長 私からは、つくばエク

スプレス駅周辺における帰宅困難者対策として、

一時滞在施設の設置、確保に向けた検討を早急に

進めるべきとの御質問についてお答えいたします。 

  駅周辺での一時滞在施設につきましては、民間

施設との協定も含めて、引き続き、区として確保

に努めてまいります。 

  なお、駅周辺の避難所では、自宅で生活できな

くなった避難者のほか、帰宅困難者の受入れも想

定されますので、各避難所運営会議に対して、訓

練や会議を通じて理解を深めてまいります。 

  以上でございます。 

○岡田将和議員 答弁いただきましてありがとうご

ざいます。 

  先ほど、ネーミングライツについて御答弁をい

ただきましたが、道路ネーミングライツについて

の返答がなかったので、そちらの答弁をお願いし

たいのと、大変、検討とか検証というのは便利な

言葉でございまして、こちらにいらっしゃる足立

区議会の諸先輩方々からも、以前にもいろいろな

本会議や決算特別委員会等で、ネーミングライツ

のお話が出ております。そのときにも検討という

言葉もありましたが、検討していつまでに報告い

ただけるのか、期日をきちんと教えてください。

お願いします。 

○岩松朋子政策経営部長 ただいまの岡田将和議員

の再質問についてお答えいたします。 

  道路につきましては、御答弁の中で、今後は、

公園や道路、北綾瀬駅前のペデストリアンデッキ

についてもというところで答弁をさせていただい

ております。聞き取りづらい答弁で申し訳ありま

せんでした。 

  期間でございますけれども、まずは屋内、屋外

広告について、実施に向けて、今、検討を進めて

いるところです。ネーミングライツはまだ課題も

ございますので、先進自治体の事例なども参考に

しながら、前向きに検討を進めていきたいと、今、

期限は申し上げられなくて申し訳ないのですが、

できる限り早めに検討していきたいというふうに

考えております。 

○伊藤のぶゆき議長 この際、議事の都合により暫

時休憩いたします。再開は３時１５分といたしま

す。 

午後２時５４分休憩 

午後３時１５分再開 

○伊藤のぶゆき議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

  １５番山中ちえ子議員。 

［山中ちえ子議員登壇］ 

○山中ちえ子議員 私は日本共産党区議団の一員と

して質問いたします。 
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  区の公共交通施策の転換点は、廃止、減便など

交通困難が増えた２０２０年前後でした。２３区

のほとんどが、２０１０年頃より区財政の投入を

行ってましたが、当区は２０００年から始まった

はるかぜ運行に対し、１円も補助を行ってきませ

んでした。２０２０年、やっと区は、はるかぜの

一部車両購入費補助を始め、２０２２年、交通空

白の花畑地域に検証実験を行いました。コロナ禍

でも、乗車率は微増し喜ばれていたのに、結局、

目標とした収支率２４％に達しなかったことのみ

をもって、地域の協議会にも諮らず、代替案も検

討せず、２０２４年３月に廃止しました。区に、

ブンブン号廃止に伴って代替路線をと求める議会

内外の声が高まる中、地域内交通導入サポート制

度がつくられ、いわゆる小さい交通として、ブン

ブン号の廃止地域の花畑、京成バス廃止路線の常

東地区の２か所から始まりました。この半年ほど

で持続可能な公共交通を目指す上で問題点が浮き

彫りとなっています。 

  区内の新たな交通の中で、一番乗車が増えてい

る検証実験は、花畑ぐるりんです。今注目が集ま

っています。花畑ぐるりんの教訓を生かし、各地

で住民の期待する交通を実現する必要があります。

花畑ぐるりん住民協議会では、チラシ作成やダイ

ヤ調整、停留所の交渉など、本来区が行う業務の

多くを住民協議会が手弁当で行っています。また、

常東地区チョイソコせんじゅ住民協議会は、協賛

金を集める苦労を経験しています。制度改正にお

いて住民協議会に対する適切な予算措置を盛り込

むべきだがどうか。 

  制度上、住民主体を掲げていても、その活動を

支える予算枠組みが欠如している状況は、住民協

議会を疲弊させ、せっかくのよりよい交通とさせ

る地域コミュニティーの醸成が道半ばとなり、持

続不可能になりかねないと思うがどうか。 

  車両確保という点では、現在、経費削減を優先

し、定路線にもかかわらず★★の車両としたこと、

乗り切れないなどの混乱を招き、サポートとして

の区の役割が足りないと考えます。膝の悪い高齢

者や障がい者が安心して利用できるよう、１０人

は乗れるくらいの低床車両を区の責任で購入、提

供するべきではないか。 

  車両ステッカーは、小さく目立たない現状で、

副区長が実証実験の当初に改善を言及しましたが、

その改善も大して変わらないままです。例えば、

はるかぜ車両を使った他事業のラッピングは大き

く目立ち、比較するとその意気込み、予算の掛け

方の差は大きいと感じざるを得ません。野田市の

まめバスは、子どもたちが乗ってみたなるデザイ

ンをと枝豆をデザインしたシンボルオブジェを車

両天井の前後に配置、草加市はかわいらしいパリ

ポリくんが大きくラッピングされたバスが市内を

循環しています。多くの自治体がやっているよう

に、自治体の責任でラッピングを行い、車両自体

が宣伝となり、住民に親しまれるようにすべきで

はないか。 

  住民の声から求め実った住民協議会がつながれ

る体制を、秋をめどに区はつくることとなりまし

た。区内ではほとんどの空白地域で対策が未着手

であり、区全体を網羅し、地域交通を望む地域が

漏れなく取組に積極的になれることが重要です。

新たな地域住民協議会がつながれる体制づくりは、

区全体の空白地域の住民が参加できるようにすべ

きと考えるがどうか。 

  地域内交通サポート制度は、区が主体的に地域

交通の実証実験をやるのではなく、住民が主体で

ということで手を挙げた地域に、今後１０か所ま

で検証実験を行うとしています。しかし、必ずし

も空白地域で住民が積極的に手を挙げるとも限り

ません。これでは、困難地域の改善が置き去りに

されてしまうのではないか。 

  我が党は、採算重視で継続運行や本格運行を判

断するのではなく、交通充実がやがてもたらす住

民の健康、介護予防となる効果を図る指標こそ大
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切だとクロスセクター効果を導入した評価方針の

策定を求めてきましたが、区は後ろ向きの答弁で

した。クロスセクター効果は、現在、国交省も取

上げざるを得なくなっています。現在、制度を利

用した検証交通の対象となる地域は、もともと既

存バス事業者が不採算を理由に不便を強いられて

いる地域で、このクロスセクター効果の視点が大

変重要となります。 

  区は、昨年度新たに策定した地域公共交通計画

で、子ども、高齢者などの公共交通利用率の向上

を目指し、評価指標については、クロスセクター

効果が表れることを期待していると新たに記載し

ましたが、他分野への波及効果、クロスセクター

効果を地域公共交通計画の評価指標に加えていま

せん。杉並区は、地域公共交通計画において、計

画の概要に７つの課題の中で、事業採算性だけで

なく、他分野へ及ぼす影響も含めた公共交通の再

評価が必要になっていると目標の柱に掲げていま

す。杉並区のコミュニティバスすぎ丸は、運行経

費から収入を差し引いた収支欠損額を区が補助し、

バス車両は重要備品として区が購入し、バス事業

者に無償提供し、採算のみでなく、クロスセクタ

ー効果の評価こそと位置づけています。杉並区の

ように、事業採算性だけでなく、同時に他分野へ

の波及効果を評価指標に加える考えはないか。 

  花畑ぐるりんの住民協議会が、何度も要望し、

実った意見交流会への脳活ラボ参加連携は、初め

て６月３０日に行われますが、ポイントの連携は

示していません。福祉部局のあだち脳活ラボ等と

連携したスマホ教室の実施や地域交通の利用をポ

イント化する仕組みを制度に盛り込むべきではな

いか。 

  以上、答弁を求めます。 

  次に、花畑のまちでは、子どもたち、若者が戻

り、子育てしやすい緑豊かなまちにと、住民が主

体的に絆を育んできました。しかし、区は、人口

減少だけを理由に一気に５校を２校にする統廃合

案を強行しようとしています。説明会での今後の

まちづくりについて問われた区は、花畑地域では

新たな動きはないと言い放ちましたが、これは明

らかな事実誤認です。現に、区自らの地区計画で

も、花畑の未来への投資はめじろ押しです。 

  ７・８丁目では、都営住宅の建て替えにより、

広大な創出用地が生まれます。ＵＲ団地では、文

教大学の若者と地域が深くつながっています。大

学北の毛長川テラスは、環境保護の拠点として、

環境保護団体が活動しています。更にＵＲ花畑保

育園跡地での新たな拠点づくりや桑袋ビオトープ

の敷地にある２万１，０００平米の更地の公園拡

大利用と清流館リニューアルなど、多世代が住み

続けられる好機が盛りだくさんです。これらを無

視し、意図的に人口減少の不安をあおり、自らつ

くったまちづくりの志さえも裏切る区の姿勢は矛

盾に満ちています。９割の反対や勝手に区が決め

ないでとの住民の切実な声を闇に葬り、理解を得

るためのみの説明会で強行突破を図ることは、民

主主義社会では許されません。地域の実態を無視

した独善的な統廃合案の抜本的な見直しを強く求

めます。 

  区統廃合案の理解を得るためだけの説明会では

なく、地域の中に入って、にぎやかに子どもたち

が元気になる学校づくり、人口が増えるまちづく

りを話し合い、計画案の内容を見直す選択も含め、

議論すべきではないか。 

  もともと花畑は、学校統廃合が行われた地域で

あり、花畑東小学校と桑袋小学校を潰して造った

桜花小学校を更に学校統廃合をしようとしていま

す。また、桜花小学校とともに統廃合案の対象と

なった花畑西小学校付近に住む児童は、花畑西小

学校を飛び越えた遠い渕江第一小学校に通うこと

になる学区、通常から通学児童が減る不平等な学

区という問題があります。今回のみでなく、以前

から改善を求める意見が寄せられていましたが、

区は見直す考えもなく、改善も行わず、いきなり
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統廃合案を打ち出しました。説明会でも、改善を

求めた質問がありましたが、誠実な回答は一切あ

りませんでした。区はこれまでも、今説明会でも

何度も改善を求められたことに、住民や当事者を

置き去りにしています。 

  保護者たち、子どもたちは、１０月の学校選択

期限を目前にし、希望する学校に兄弟で入れない

のではないか、遠い通学路が不安だと、説明会で

案に対しての不安が噴出しました。統廃合案が同

じくあるお隣の竹の塚、渕江中学校の説明会でも、

同じように不安が噴出しました。学校選択制で広

い地域から児童生徒が集まっているのに、区は付

近の保育園、幼稚園でさえ、学区でないからとい

って、説明会の日程を保護者に知らせませんでし

た。限られた地域にしか説明を行っていません。 

  学校があることで、子育て安心のまちと認識さ

れ、若い世代が集まってきます。花畑地域住民が

つくる交通をめぐるまちづくりの発展は、区だけ

ではなく、ほとんど花畑地域住民がつくってきま

した。区内で珍しい新しいコミュニティー力の動

きです。駅から遠い郊外であっても、自らまちを

よくし、発展させようとする花畑住民の努力をへ

し折るような学校統廃合案は見直しするべきでは

ないか。人が集まってくる展望を持つ施策を打っ

て出ることこそ、区の役割ではないか。 

  次に、花畑の生コン工場は、２４年前の区画整

理で巨大化し、８つの違反を抱え続け、今も操業

中です。区画整理直後、住民からの違法だとの連

絡がありましたが、区は十分な対応をしないまま、

住民は騒音、振動、粉じん、頻繁な大型車の狭い

道路での違法な通行による被害を受け続けていま

す。 

  ８年前、２つの陳情が採択され、２０１８年に

は、粉じん爆発事故を起こしています。２０２２

年９月に、やっと区は、３年以内に是正計画を提

出するよう工場に行政指導を行い、その指導内容

を移転、又は操業停止としました。しかし、昨年

１０月に届いた回答は、操業継続宣言でした。区

はこれをどう評価しているんですか。 

  この回答の３か月後、がらっと変わり、２年を

めどに違反を是正するという工場からの新たな回

答を区は受け取りましたが、たった３か月で１８

０度変わった理由は何か。区は説明していません。

明らかにすべきではないですか。このままでは違

法操業を際限なく続けていくことになります。つ

まり、３年の約束を全く守れなかったのですから、

これから２年の約束が守られる保証はありません。

少なくとも、是正に向けて２年で何をどうしてい

くのかの方法、計画などを明らかにすべきではな

いですか。 

  以上、答弁を求め、この場からの質問を終わり

ます。 

○長澤友也交通対策担当部長 私からは、初めに、

地域内交通導入サポート制度に関する御質問につ

いてお答えします。 

  まず、地域協議会への費用面に関する支援につ

いてですが、現在、区が運行事業者へ支払う運行

経費と地域協議会へ支払う活動経費は、月当たり

の上限額を合計で１５０万円と設定しています。

地域協議会からは、活動経費として使ってよい範

囲が分かりづらいとの御意見をいただいているた

め、運行経費と地域協議会への支援分を切り分け、

地域協議会が使える項目の内容を明らかにすると

ともに、協議会への活動に対する支援額の拡充に

ついて現在検討しております。 

  次に、１０人は乗れるぐらいの低床車両を区の

責任で購入、提供すべきではないかという御質問

についてですが、今後、乗降用ステップや車椅子

用のリフトを搭載した車両を導入する予定となっ

ております。当車両は、運転士を除き８名と車椅

子の方１名が乗車可能な車種であり、リース契約

により、秋からの運用に向けて手続を進めており

ます。 

  続いて、車体にラッピングを行い、住民に親し
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まれるようにすべきではないかという御質問につ

いてですが、花畑ぐるりんの運行に使用している

車両は、通常のタクシー営業と併用しているため、

ステッカー以外のラッピングは難しいのが現状で

す。また、現在のステッカーは、ボンネットの大

部分を占めるサイズのもので、十分な大きさがあ

ると考えております。 

  続いて、新たな地域住民協議会がつながれる体

制づくりは、区全体の空白地域の住民が参加でき

るようにすべきとの御質問についてですが、これ

まで、花畑ぐるりんやチョイソコ×せんじゅの実

証実験で蓄積されてきた経験は、後に続く地域に

とって非常に貴重なものであると考えております。

そのため、秋に本庁舎１３階の会議室で予定して

いる地域内交通検討団体交流会では、会場の定員

数の関係上、人数制限は設けさせていただきます

が、地域内交通を検討中の地域はもとより、それ

以外の地域についても、広報などで広く参加を呼

び掛けてまいります。 

  続いて、困難地域の改善が置き去りにされてし

まうのではないかとの御質問についてですが、各

地域の問題解決に適した持続可能な交通を実現す

るには、地域の方々の御意見や御協力が必要不可

欠であると考えております。そのため、足立区地

域公共交通計画にある公共交通サービスレベルが

低い地域やバス路線が縮小した地域等の町会や自

治会等を対象に制度の説明を行ってまいります。 

  次に、クロスセクター効果を評価指標に加える

べきとの御質問についてです。 

  国では、クロスセクター効果とは、公共交通が

廃止された際に、追加的に必要となる福祉や健康

などの分野別代替費用と運行に対して負担してい

る財政支出を比較することにより把握できる多面

的な効果であると規定されています。足立区にお

いては、鉄道やバス路線、タクシーなど複数の交

通手段が存在することや利用者の行き先や目的等、

多様な情報を分析する必要があるため、直ちに指

標に加えることは困難であると考えておりますが、

杉並区をはじめとした他自治体の分析方法や運用

状況等を確認するとともに、学識経験者の意見を

伺いながら、採算性以外の評価や他分野への波及

効果の評価分析方法を検討してまいります。 

  次に、あだち脳活ラボなどとの連携についてお

答えします。 

  あだち脳活ラボは、区内在住の６５歳以上の方

を対象としておりますが、地域内交通は、区内の

一部地域のみを運行するものであり、他地域にお

住まいの方との公平性を保つことができないこと

から、地域内交通を利用したことのみでポイント

化することは考えておりません。 

  一方で、地域内交通でも、例えば、スマホの活

用が広がることで利便性の向上が期待できると考

えておりますので、地域内交通の取組の中におけ

る福祉部局との連携については、引き続き検討し

てまいります。 

  私からは以上です。 

○稲本望建築室長 私からは、生コン工場に関する

御質問にお答えいたします。 

  まず、操業継続の回答に対する区の評価につい

ては、事業者が現地での事業継続を区に要請する

ものであったため、大変遺憾と受け止めておりま

す。 

  次に、たった３か月で回答が１８０度変わった

理由ですが、強く是正指導を行った結果、違反を

是正する計画に変わったものと考えております。 

  次に、是正の方法や計画を明らかにとの御質問

ですが、事業の経営上、また、違反是正業務の性

質上の理由により明らかにすることはできません

が、是正計画が確実に着実に履行されるよう、事

業者に指導を行ってまいります。 

  私からは以上でございます。 

○絵野沢秀雄学校運営部長 私からは、花畑地区の

学校統合に関する御質問にお答えいたします。 

  まず、花畑地区では新たな動きがないというの
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は事実誤認だとの御発言についてですが、都営住

宅の建て替え等の地区計画については承知してお

りますが、花畑地域における学区域内の年少人口

の大幅な増加につながるような新たな動きがない

ということを説明会にてお話ししたものです。 

  次に、地域の実態を無視した独善的な統合案の

抜本的な見直しを強く求めるについてですが、学

校統合反対の御意見があるということは理解して

おりますが、１人でも多くの方に御理解いただけ

るよう、保護者説明会等において丁寧な説明に努

めております。したがいまして、計画案の抜本的

な見直しは考えておりません。 

  次に、計画案の内容を見直す選択も含めて議論

すべきについてですが、学校統合を含む適正規模・

適正配置は、人口増のまちづくりのためではなく、

子どもの教育環境の更なる向上を目的としており

ます。また、区が策定した計画は、あくまでも素

案であり、両校の開かれた学校づくり協議会を中

心に設置する統合地域協議会の中で承認され、初

めて成案化されるものです。したがいまして、現

時点で計画案を見直すことは考えておりません。 

  なお、にぎやかに子どもたちが元気になる学校

づくりについてはどういった取組ができるか、統

合地域協議会の中で議論してまいります。 

  次に、花畑西小学校と渕江第一小学校の学区域

に関する御質問ですが、学区域の境界は、町会・

自治会や地域の境など歴史的経緯を基にしており、

変更するとしても、相当慎重に対応する必要があ

ると認識しております。また、渕江第一小学校の

学区域のうち、保木間５丁目を花畑西小学校に編

入したとしても、花畑西小学校の小規模化を止め

ることができないことは確認しております。 

  次に、花畑住民の努力をへし折るような学校統

合案は見直しするべきではないかについてですが、

花畑地域の住民の皆様が、地域活性化に向けて

様々な取組を行っていることは認識しております

が、一方、学校の適正規模・適正配置は、子ども

たちが多様な考えに触れ、社会性を育めるよう、

よりよい教育環境を整備するものです。したがい

まして、花畑地区をよりよくしようと取り組んで

いる皆様には大変心苦しい限りですが、計画案の

見直しは考えておりません。なお、通学路の安全

確保については、警察や地域と連携した合同点検

を継続し、学童擁護員の配置拡充など、万全の対

策を講じてまいります。 

  今後も、皆様への丁寧な説明に努め、子どもた

ちが安心して学べる環境づくりを進めてまいりま

す。 

  次に、人が集まってくる展望を持つ施策展開に

つきましては、花畑地域に限りませんが、区では、

妊娠期から切れ目のない相談体制の強化をはじめ

とする子育て支援策や子ども・若者に対する施策

の充実に努め、若い世代をはじめ、多くの方から、

住みたいまちとして更に選ばれるまちとなるよう、

様々な取組を推進してまいります。 

  以上でございます。 

○山中ちえ子議員 私からは、交通のところなので

すけれども、私はクロスセクターの効果というの

は、交通充実がやがてもたらす人々の幸せだった

り、介護予防だというところで、それをやっぱり

原点に交通施策を考えていくべきなのではないか

ということを含めて聞いてるんです。なので、そ

の答弁に答えていないと思います。なので、しっ

かり答えていただきたいと。この理念がしっかり

座っていないと、やっぱりこれから地域住民協議

会がしっかりやるほど乗車率というのは高まって

いって、そして、用意する最初の初期投資が大変

必要になると。だから、月１５０万円という蓋を

してしまっていることによって、大変地域が疲弊

するし、住民協議会が持続可能とならなくなると

いうこと。ここの持続可能とならなくなるのでは

ないですかといったところ、答弁してませんので、

答弁してください。 

  それとあとは、学校統廃合なのですけれども、
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もう先ほどから、住民や子どもの思いをくじくし、

地域の努力は把握しております、大変心苦しいと

おっしゃっていますけれども、そういったことで、

将来、人口が増える可能性があるんだというとこ

ろで、当事者たち、住民たちは、この適正規模・

適正配置が重要だというふうに立つ区の考えは違

うんだと、重要だというふうに考えられないから、

声を上げているんです。なので、子どものために

と、学べる環境にしていくために、適正配置が必

要なのだというふうに言いますけれども、そもそ

もそこで当事者や説明会での紛糾した声が、全然

かみ合ってないんですよ。かみ合ってないんです。

今まで言われていた懸念や問題点なんかも置き去

りにしておきながら、それは伝統だし、町会・自

治会長の地域で、変えることができないものだと

いうふうにおっしゃいますけれども、その努力は

してないわけですよね。改善に向けて動いてない

わけですよ。なのに、簡単にそれはできないとか

言って、統廃合案は強行するというようなことで、

子どもたちのためにならない、地域のためになら

ないのが、適正規模・適正配置だというふうに言

われているのは明らかです。なのに、それを改善

しないなんていうのは、民主主義社会的にあり得

ないのではないですかという思いで質問してるん

です。質問にちゃんと答えてください。 

  この２点です。 

○長澤友也交通対策担当部長 私からは、山中ちえ

子議員の再質問についてお答えいたします。 

  まず、交通についてなのですけれども、クロス

セクター効果を指標に取り入れないことが、住民

の幸せや介護予防につながっていかないというこ

とで、持続可能な交通にならないといった御質問

かと存じますけれども、回答の中で、杉並区の事

例を挙げさせていただいておりますけれども、２

３区の中では、杉並区が今、そうしたクロスセク

ターのことを取り上げておりますけれども、実際

の具体的な内容というものが、まだ進んでない状

況でもございます。私どもも、そこのあたりにつ

いてはしっかり調査をしながら、足立区としては

どういった形で取組ができるのかということを検

討していきたいというのをまず始めていきたいと

いうところでございます。 

  以上でございます。 

○絵野沢秀雄学校運営部長 山中ちえ子議員の学校

統合に関する御質問に改めてお答えをいたします。 

  ちょっとどれを答えていいのかちょっと非常に

苦しいところなのですが、まず人口増、人口が増

えるというにもかかわらず、学校統合はあり得な

いというようなお話をいただきました。答弁でも

お話ししましたけれども、花畑地域のまちづくり

の動きについては把握をしておりますけれども、

年少人口、いわゆる小・中学校に通うような子ど

もたちの大幅な人口の増加は、今のところ動きは

ないということで御答弁をさせていただいたとこ

ろでございます。 

  また、私どもの保護者説明会等の中でお話しさ

せていただいておりますけれども、なかなかその

統合が重要だというふうに考えられないというよ

うなお話をいただきました。この点については、

引き続き、１人でも多くの方が御理解いただける

ように説明に努めてまいりたいというふうに思っ

ております。様々反対の御意見があることは十分

承知はしておりますけれども、将来の子どもたち

の教育環境を整えるために、適正配置事業を進め

たいと思っておりますので、現在お示ししている

計画について、見直し及び撤回することは考えて

いないということを再度答弁させていただきます。 

○伊藤のぶゆき議長 次に、６番へんみ圭二議員。 

［へんみ圭二議員登壇］ 

○へんみ圭二議員 是々非々の会のへんみ圭二です。

よろしくお願いいたします。 

  綾瀬から失われたにぎわい、保育、安全。 

  住友不動産は、綾瀬駅東口に建設した３２階建

てのシティタワー綾瀬の２階店舗部分に、自社の
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ショールームと自社グループの不動産仲介店舗を

入居させると公表をしました。１階には本年３月

にマクドナルドがオープンし、２階にも駅前のに

ぎわいにつながる店舗への期待が地域では高まっ

ていましたが、今回の決定は、その期待を大きく

裏切るものでした。当初の低層階に店舗を設けな

い案は、地域の反対と議会行政からの見直し要請

を受けて、平成３０年に白紙撤回となりました。

その後、足立区は、駅前の顔にふさわしいにぎわ

い施設を誘導することを目的に、令和３年に条例

を制定し、駅前通りに面する１階・２階部分への

店舗等の設置を義務付けました。この条例が求め

ていたのは、単なる店舗の設置ではなく、駅前の

顔にふさわしいにぎわいの創出です。区が目指し

ていたのは、形式として店舗があることではなく、

人が集い、回遊し、地域に活気を生み出す駅前空

間だったはずです。更に、区は、取得した交通広

場用地を工事ヤードとして貸すなど、事業推進に

協力をしてきた経緯もあります。 

  住友不動産は、にぎわいの観点からは、商業店

舗だが、何でも入れればいいわけではない。地上

階ではないため、テナント交渉が難しかった。社

内利用は副案としてあった。投資回収のため、営

業状況を見ながら、一定期間利用すると説明をし

ています。確かに民間事業者には経営上の判断が

ありますが、地域には、条例制定まで行った結果

として、本当にこれが区の目指した駅前の姿なの

かという率直な疑問の声も存在しています。 

  住友不動産は、信用を重んじ、浮利を負わずと

いう崇高な経営理念を掲げる大変すばらしい企業

です。その理念に照らして、駅前の１等地を自社

の営業拠点として使うことが、地域のにぎわい創

出と言えるのか、大変疑問に感じます。 

  条例の趣旨は、駅前通りに面する１階・２階に

店舗等が存在すること自体ではなく、駅前の顔に

ふさわしいにぎわいを創出することにあると理解

をしていますが、区の認識をお示しください。 

  今回の自社利用について、条例上適法かどうか

ではなく、条例が目指している駅前の顔にふさわ

しいにぎわい創出に資すると評価をしているでし

ょうか。 

  条例目的であるにぎわいの達成状況、歩行者通

行量、来街者数、滞留時間など、どのような具体

的指標で評価しているのでしょうか。 

  駅前の顔にふさわしいにぎわい施設を誘導する

ため、どのような協議、要請を行ってきたのかお

答えください。 

  １階にマクドナルドが入居し、一定のにぎわい

が生まれることは承知をしていますが、２階は１

階の２倍近い店舗面積があります。今回の２階部

分の自社利用は、平成３０年当時の低層階無店舗

計画とは、形式こそ異なるものの、駅前の顔づく

りやにぎわい創出という実質面では、同種の問題

を抱えているのではないか。区は、今回も、平成

３０年当時と同様に、駅前の顔づくりとして受け

入れがたいとして、住友不動産に対し、見直し又

は改善協議を強く求めるべきではないか。求めな

い場合は、平成３０年当時と今回とで、区の対応

が異なる理由を条例の趣旨に照らしてお示しくだ

さい。 

  保育施設設置要請の取下げと待機児童問題につ

いて。 

  区は、大規模集合住宅の新築を行う事業者に対

し、子育て支援施設の設置協力を要請することを

条例で定めています。 

  シティタワー綾瀬は、本来この要請対象です。

しかし、令和３年、区は需要予測を見直した結果、

保育需要を満たせるとの理由で、保育施設の設置

要請を取り下げました。当時、委員会で要請しな

くて大丈夫なのかと問うたところ、大丈夫と明確

に答弁をしていましたが、現在、綾瀬地域で２０

人の待機児童が発生をしています。区の予測と現

実の間に明らかなずれが生じています。令和３年

当時、保育需要についてどのような予測手法、デ
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ータに基づいて算出を行ったのか。そして、その

予測のどこに誤りがあったのか。この経験を今後

の需要予測にどう反映させるのか、具体的な改善

策をお示しください。 

  現在、綾瀬地域で待機児童が発生している状況

を踏まえ、保育施設設置について、住友不動産と

改めて協議すべきでないか。困難とする場合は、

その法的及び実務的根拠をお答えください。 

  令和３年の委員会において、本来、保育施設に

充てるべきであった当該スペースを雨の日に子ど

もが遊べる施設など、子どものためのスペースと

して検討するよう、住友不動産に要望することを

求め、区は伝えることはできると答弁しています。

その後、区は、住友不動産に対し、いつどのよう

な形でどのような内容を伝えたのか、回答も含め、

交渉の経過を具体的にお答えください。 

  綾瀬駅東口のビル風問題について。 

  地域住民からは、ビル風で転んだ、怖くてベビ

ーカーで通れない、ロータリーを使わないように

しているといった声が繰り返し寄せられており、

安心・安全な交通環境とは言えません。 

  一方、住友不動産は、ビル風に関する苦情がお

客様センターには届いていないとしています。し

かし、その所在地や電話番号を地域住民は把握を

していません。連絡先が周知されていない以上、

苦情が届いていないことをもって問題がないとは

言えないはずです。 

  綾瀬駅東口のビル風について、区は現状をどの

ように認識しているか。また、住民の声や被害実

態を把握するため、アンケート調査等を区として

主体的に実施をすべきでないか。 

  建築前に住友不動産が示していたビル風の予測

と現在の実態を比較できるよう、事業者任せにせ

ず、区としても、風速測定や風環境調査を実施す

べきでないか伺います。 

  住友不動産は、植栽による防風対策を行ってい

るとしていますが、地域住民からは、効果が感じ

られないという声が多数あります。現時点で、多

くの住民が困っている以上、しゅん工１年後を待

たずに、追加のビル風対策を直ちに実施するよう

求めるべきではないか。また、住友不動産が改善

を行わない場合、区としてどのような行政的対応

が可能なのかお答えください。 

  現在、綾瀬駅東口のまちづくりにおいて、にぎ

わい創出、待機児童、ビル風への不安という課題

が生じていますが、区長は、現在の綾瀬駅東口の

まちづくりを成功していると評価されているのか。

改善すべき課題を抱えていると認識されているの

であれば、今後どのように改善するのか伺います。 

  次に、リコールされていた中国製ＥＶバスと隠

されていた骨折事故について伺います。 

  昨年１１月２５日、コミュニティバスはるかぜ

６号において、車内事故が発生、乗客の方が転倒

し、重傷を負いました。 

  区は、１２月１日の時点で、運行事業者の新日

本観光自動車から、手首を骨折との報告を受けて

いました。本年４月上旬、この事故に多くの疑問

を感じ、担当部署へ事故の再確認を求めました。

区が改めて運行事業者へ照会したところ、被害者

は、手首だけではなく、大腿骨も骨折し、入院・

手術を受けていたことが判明しました。 

  ４月２１日、この事故について、ようやく議会

に報告をされましたが、そのきっかけは、議員か

らの確認要求とＥＶバスの使用休止であり、区に

よる自主的な確認や情報提供ではありませんでし

た。骨折事故を把握してから４か月以上にわたり

議会報告がなかったが、この間、誰がいつどのよ

うな根拠で議会報告不要と判断したのか。また、

その判断は適切であったのか伺います。 

  昨年１２月から今年４月まで、区は、手首骨折

と認識していましたが、１２月２４日に運行事業

者が国交省へ提出した自動車事故報告書には、手

首と膝の骨折、入院８週間、全治３か月と記載を

されています。更に４月１０日の再確認では、手
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首と大腿骨を骨折、入院・手術を受け、２月２０

日に退院と説明が変わっています。この３つの報

告は、けがの部位も入院期間も異なりますが、区

は現在、何を事実と認定し、その事実はいつ確定

したのか伺います。 

  区への報告と国交省への報告が異なった理由に

ついて、運行事業者はどう説明しているのか。区

は、運行事業者の事故報告体制を信頼できるのか。

適切と評価しているのか。適切でないのであれば、

その問題点とどのような是正措置を求めているの

か。契約上の義務違反又は報告義務違反に該当す

る可能性を伺います。 

  区は、被害状況を正確に把握していなかったに

もかかわらず、本件事故を運転士の運転ミスと結

論付けています。しかし、事故車両は、後にリコ

ール届出の対象であったことが判明しています。

被害状況を正確に把握できていなかった区が、な

ぜ事故原因だけは正確に把握できていたと言える

のか。事故当時、ブレーキ系統の点検記録、ドラ

イブレコーダー映像、車両データを確認したのか、

第三者検証は行ったのか、それとも、運行事業者

の説明のみで判断したのか。区が行った事故検証

の内容を具体的にお示しください。 

  ４月１４日、区から、運行に支障がないため継

続使用するとの説明を受けた際、私は、大阪メト

ロが、同型車両の使用中止を決定している事実を

示し、足立区でも、使用継続は適切ではないと申

し上げました。その後、区は、４月２１日に同型

当該ＥＶバスの使用休止を発表しましたが、代替

車両が確保できるまで、現在も運行を継続してい

るとのことです。４月１４日以前に大阪メトロが

同型車両を今後使用しないと判断した事実を把握

していたのか。把握していたなら、なぜ４月１４

日時点で運行に支障がないと判断したのか。把握

していなかったならば、他の自治体での同型車両

の使用中止を把握できていなかったことになり、

安全管理と情報収集体制に課題があったのではな

いか。４月１４日の継続使用から４月２１日の使

用休止までの間に、安全性に関する新たな重大事

実が判明したのか。判明していないなら、判断変

更の整合性をどう説明するのか。 

  また、使用休止発表後も運行を継続しているの

は、安全性が確認できているからなのか、代替車

両がないためなのか。運行継続に当たり、運転士

への聞き取りや第三者確認など、具体的に何を確

認したのか。 

  最近では、港区でも、同社製ＥＶバスによる車

内人身事故が報じられているが、改めて安全確認

を行う必要があるのではないか。 

  代替車両がないことは、運行継続の事情にはな

りますが、当該車両の安全性の根拠にはなりませ

ん。区民の安全を最優先にするのであれば、ＥＶ

バスの代替車両がないから走らせるのではなく、

ＥＶバスの安全性が確認できているから走らせる

のでなければなりません。区は、運行上の都合を

区民の安全確認より優先していないと明確に言え

るのか。 

  使用休止を決定した最大の理由は、大阪メトロ

の判断、ＥＶモーターズ・ジャパンの経営状況、

議会からの指摘、区独自の安全確認の結果のいず

れなのか、決定的な要因をお示しください。 

  ＥＶバス４台について、導入時の区からの補助

金は幾らだったのでしょうか。現在は使用休止に

していますが、使用再開、長期休止、使用中止及

び処分のいずれを想定してるのか伺います。 

  その上で、最終的な判断を行うのは、区なのか、

運行事業者なのか、第三者機関による安全確認を

前提とするのか、判断主体を伺います。 

  使用再開又は使用中止を判断するに当たり、具

体的な判断基準といつまでに判断するのか伺いま

す。 

  使用中止又は処分となった場合の補助金返還額

について試算しているのか。返還義務が生じた場

合、その負担は、運行事業者が負うのか、区民の
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税金によって賄われるのか伺います。 

  代替車両の調達費用も区の負担とのことです。

しかし、その負担の出発点は、結果として、使用

休止に至った当該ＥＶバスの導入判断です。国の

認証を受けた車両であり、運行事業者が選定した

ものですが、国の認証と公共交通として採用する

妥当性は別問題であります。運行事業者の車両選

定能力を適切と評価していたのか。使用休止にな

った現在も、その評価は、結果として正しかった

と考えているのか。また、代替車両の調達費が区

民負担となる以上、当初の車両選定の責任を運行

事業者にどの程度求めるのか。それとも、補助金

を出して導入を主導した区自身にも選定責任があ

ると認識しているのか伺います。 

  本件は、車両不具合だけではなく、調達そのも

のの妥当性も問われています。今回使用休止とな

った車両は、中国メーカーが製造し、ＥＶモータ

ーズ・ジャパンが輸入販売したＥＶバスです。区

は、脱炭素などの観点から導入を推進しましたが、

結果として重大事故の発生、使用休止に至ってい

ます。 

  区の試算では、ＥＶバスはディーゼル車より約

２，０００万円高額で、投資回収には約８年要す

るとされていました。長期改修型の投資でもある

当該車両の導入に当たり、メーカーの経営安定性、

長期的な保守体制、海外サプライチェーン依存リ

スクなど、どう評価したのか伺います。 

  区民の税金を活用して導入した車両が短期間で

使用休止となりました。今回の事例を踏まえ、今

後の公共交通車両の調達において、安全性や保守

体制、メーカーの経営状況などを重視する調達基

準へ改める考えはあるか伺います。 

  今回の問題について、区長は、個別職員のミス

と認識されているのか、組織的な管理体制の欠陥

と認識されているのか伺います。 

  個別職員のミスならば、なぜ誰も気付かなかっ

たのか。組織的欠陥ならば、現在の体制では同様

の事案が再発する可能性があるのではないか、区

長の認識を伺います。 

  本件は、一連の経過を通じて、区の情報管理、

危機対応の在り方そのものに重大な疑義を生じさ

せるものです。区長は、今回の一連の対応につい

て、改善すべき問題があったと認識されているの

であれば、いつまでに何を見直し、いかなる改善

策を講じるのか、お答えください。 

  以上で質問を終わります。ありがとうございま

した。 

○真鍋兼都市建設部長 エリアデザイン推進室長を

兼務しておりますので、併せて御答弁申し上げま

す。 

  私からは、綾瀬駅東口周辺地区地区計画及び条

例の趣旨等に関する御質問にお答えいたします。 

  まず、当該地区計画の目的についてですが、御

指摘のとおり、にぎわいは、１・２階に店舗等が

存在すること自体ではなく、綾瀬駅前の顔づくり

やエリア全体におけるにぎわいの創出ためと認識

しております。 

  次に、シティタワー綾瀬２階の自社利用の評価

については、店舗出店を地域に期待されているこ

とを認識しております。ショールーム等も新たな

人流を生み出す要素の１つと捉えておりますが、

駅前の顔にふさわしいにぎわいの創出に寄与して

いるとまでは言えないと考えております。 

  次に、にぎわいに関する評価指標についてお答

えいたします。 

  区では、特定のまちのにぎわいを図る評価指標

として、歩行者通行量や来街者数などを設定して

ございませんが、駅前交通広場と併せて周辺の道

路や公園と一体整備により、ぐるぐるＫＩＯＳＫ

の活用など、成果が上がっていると考えておりま

す。 

  また、綾瀬駅周辺地区★★など、地域の皆様か

ら御意見をお伺いしております。 

  次に、シティタワー綾瀬の店舗に関する事業者
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との協議についてお答えいたします。 

  令和２年１２月に決定した綾瀬駅東口周辺地区

地区計画に合わせて、令和３年３月に、建築の制

限に関する条例を制定するに当たり、低層階に誘

導する店舗について、にぎわいに資するものを選

定するようお願いをしております。また、１階マ

クドナルドにつきましては、地域の皆様の強い要

望を伝えてまいりました。なお、区としましては、

ショールーム等も新たな人流を生み出す要素の１

つでありますが、更なる地域のにぎわいの創出に

向け、事業者へ協力を求めてまいります。 

  次に、シティタワー綾瀬２階の自社利用が、平

成３０年当時と同じ問題かについてお答えいたし

ます。 

  当初の計画は、駅前交通広場がなく、地域貢献

が全くない板上マンションでありましたが、綾瀬

駅前の地域活性化のため、強く働きかけるととも

に、地元の要望を受けて、事業者と協議を重ね、

低層階の用途制限だけではなく、駅前交通広場と

歩道上空地を実現しました。この結果、綾瀬駅前

通りの交通環境改善と駅前の顔づくりやにぎわい

の創出が一定程度できたと考えており、平成３０

年当時と同種の問題を抱えているとは考えており

ません。 

  次に、住友不動産株式会社に対する見直しや改

善協議についてお答えいたします。 

  平成３０年当時は、地区計画の策定前であった

ため、駅前の顔づくりとして、駅前交通広場を強

く要請することと併せて、低層階のにぎわいにつ

いても協議をいたしましたが、現在は、令和２年

に決定された地区計画の用途制限に適合しており、

事業者の計画を止めるのは困難な状況でございま

す。しかしながら、引き続き、事業者と情報共有

をしながら、駅前のにぎわい創出に努めてまいり

ます。 

  次に、住友不動産に対し、子どものためのスペ

ースとして検討するよう、いつどのような形でど

のような内容を要望してきたかの御質問にお答え

いたします。 

  御質問にあります令和３年７月７日のエリアデ

ザイン調査特別委員会の質疑において、伝えるこ

とはできると思いますが、やはり先方も事業をや

っていますので、事業性の中で最終的には判断さ

れるかと思いますと答弁いたしました。その後、

具体的な日時等の記録はございませんが、住友不

動産との協議の場で、子どもたちのスペースに関

する要望についてお伝えいたしましたが、住友不

動産側から、整備に向けた前向きな検討はござい

ませんでした。 

  次に、綾瀬駅東口のビル風に関する御質問につ

いてお答えいたします。 

  ビル風については、依然として御意見がある現

在の状況は認識しており、区としても状況を注視

しております。住民の声は、引き続き、まちづく

り協議会は、令和８年８月頃実施予定のイメージ

アッププロジェクトなど機会を捉えて意見を伺い、

実態把握に努めてまいります。 

  また、風速測定や風環境調査は、総合設計制度

に基づき、事業者が主体的に実施し、令和８年１

２月頃に東京都へ報告することとなっております。 

  現在は、区が主体的に調査を実施する考えはご

ざいませんが、事業者任せにすることなく、住民

の皆様からの声や実態の把握に進め、必要に応じ

て事業者に対応を要請してまいります。 

  次に、ビル風対策を前倒しで求めることについ

てお答えいたします。 

  事業者は、総合設計制度に基づき、しゅん工後

１年間のモニタリング調査結果を令和８年１２月

頃に東京都へ報告するため、ビル風対策を区が前

倒しで求める考えはございません。 

  また、事業者が改善しない場合についてですが、

当該建築物が当初の総合設計の許可どおり適法に

維持管理された状況下においては、区が事業者に

対応を求める権限はございませんが、改善すべき
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事象がある場合は、区として要請してまいります。

今後も、状況を注視しながら、事業者と継続的に

情報共有してまいります。 

  次に、綾瀬駅前のまちづくりが成功していると

評価しているかについてお答えいたします。 

  綾瀬駅東口は、もともと駅前の板上マンション

の建設計画について、地元の要望を受けて、事業

者と協議を重ね、建物の１・２階に店舗等を配置

する計画変更や敷地の一部を取得し、駅前交通広

場と道路、公園の一体整備により、安全で利便性

の向上など、一定の成果を上げてきていると考え

ております。 

  一方で、店舗によるにぎわいの創出やビル風に

関する御意見や不安の声があることも認識してお

ります。綾瀬のまちづくりは、旧こども家庭支援

センター等跡地、高架下、西口のまちづくりなど、

今後継続しているものと考えております。まだ発

展途上にありますので、住民の皆様の声をよくお

聞きし、地域課題の解決やにぎわいの創出に努め

てまいります。 

  私からは以上でございます。 

○長澤友也交通対策担当部長 私からは、コミュニ

ティバスはるかぜＥＶバスの事故に関する御質問

についてお答えいたします。 

  まず、事故について、誰がいつどのような根拠

で議会報告不要と判断したのか、その判断は現在

でも適切と考えているのかについてですが、決し

て議会報告不要と判断したものではございません。

１２月１日に、事業者からはるかぜの事故により、

乗客が手首を骨折したとの報告が入った時点で速

やかに議会報告すべき案件でした。担当者から報

告を受けた私が議会報告を怠ってしまったことが

原因です。不適切な対応を改めておわび申し上げ

ます。誠に申し訳ございませんでした。 

  次に、事故について、区が現在認識している事

実は何か、また、それが確定した時期はいつかに

ついてですが、事故発生は、令和７年１１月２５

日、病院搬送後に、被害者は手首と大腿骨骨折と

診断され、入院して手術を受け、令和８年２月２

０日に退院されたとのことです。区がこの事実を

認識したのは令和８年４月１０日です。 

  へんみ圭二議員から議員控室で質問を受け、区

が事業者に確認したところ、事業者は保険会社に

聞き取りを行い、その内容の報告を事業者から受

けたことで初めて大腿骨骨折や入院、手術の事実

を認識いたしました。 

  次に、区への報告と国土交通省への報告内容が

異なった理由を事業者はどのように説明している

のかですが、症状が確定後の区への報告を怠って

しまったとのことであり、信頼に足るものではな

く、適切な報告体制とは考えておりません。 

  また、契約上の違反、報告上の義務違反に該当

するのではないかですが、該当するものと認識し

ております。そのため、改善に向けた措置ですが、

令和８年４月２２日にはるかぜ運行事業者４社に

対し、事故発生時の報告の徹底についての要請文

書を発出し、被害者の症状や通院などの経過を確

認し、速やかに区へ報告を入れ、保険対応などの

対応終了見込みを最終報として入れる旨、指示を

いたしました。 

  今後は、事業者任せにせず、事故の一報が入っ

た後、区からも確認の連絡を適宜事業者に入れる

よう改めました。 

  次に、事故原因の把握についてですが、事故に

ついては、警察による事故処理が行われ、事故原

因は、運転士の前方不注意によるものと運行事業

者より報告を受けました。区独自及び第三者によ

る事故検証は行っておりません。 

  次に、区は、４月１４日以前に、大阪メトロが

ＥＶバス全１９０台を今後使用しないと判断した

ことを把握していたかですが、大阪メトロの公表

により把握しておりました。 

  次に、４月１４日時点で、区がＥＶバスの継続

使用を判断した理由ですが、国土交通省から使用
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停止などの措置が取られていないこと、今回の事

故が車両の原因ではなく、運転士の運転ミスに起

因するものであること、かつ日常点検により車両

の不具合が確認されていないことから判断しまし

た。 

  次に、４月１４日の継続使用判断から４月２１

日の使用休止発表までの間に、車両の安全性に関

する新たな不具合は判明しておりません。区が使

用休止を判断した理由は、４月１４日に、株式会

社ＥＶモーターズ・ジャパンが民事再生法手続を

開始したためです。今後も、これまでと同様に、

メンテナンス体制が図られるかどうか不明となっ

たためです。 

  使用休止発表後も、代替車両が確保できるまで

の運行を継続している理由ですが、事故が車両に

起因するものではなく、日常点検で不具合が確認

されていないためです。 

  また、リコール対応については、写真による作

業完了報告に加え、車両の点検に区職員が立ち会

い、点検状況を把握するとともに、車両に乗車し、

ブレーキ挙動に問題がないことを運転士とともに

確認いたしました。 

  次に、ＥＶバス４台の区の補助額は、区からの

支出額が約７，４９０万円で、運行事業者が直接

国や都から交付を受けている補助額が約５，４３

０万円でございます。 

  次に、ＥＶバスの今後の取扱いですが、少なく

とも、現在のところ、メンテナンス体制が整わな

い限り、使用の再開は考えておりません。国を通

じて、ＥＶモーターズ・ジャパンの情報を収集し

てまいります。 

  今後の取扱いの判断主体についてですが、車両

の所有は運行事業者になりますが、このバス運行

は共同事業ですので、協定に基づき、区と運行事

業者が協議の上、判断すると考えております。 

  次に、使用再開又は中止の判断基準についてで

すが、株式会社ＥＶモーターズ・ジャパンがスポ

ンサー選定後に作成する民事再生計画により、会

社の体制が明確になった段階において、その内容

から、メンテナンス体制が整い、車両運行の安全

性も確保されることを確認できた段階で判断する

ことになります。 

  次に、補助金返還についてお答えします。 

  現在、使用を休止しているＥＶバスを使用中止

又は処分することを区が判断した場合、国や都か

ら補助金の返還義務が生じる可能性はあります。

その場合は、補助要綱や協定の規定に基づき、運

行事業者が国や都に返還することになります。運

行に支障のない車両の使用中止又は処分を区が判

断したことになりますので、事業者に生じる返還

金は、区が補塡することになると考えております。 

  同様の考え方で、区は事業者に区から補助金の

返還を求めることはできないと考えておりますが、

現時点で区としては使用を休止する判断をしてい

るため、返還金の試算はしておりません。 

  次に、運行車両の選定に関する御質問ですが、

ＥＶバスが国の認証した車両であり、他自治体で

の導入実績もあることから、当時の車両選定に問

題はなかったと認識しており、選定の責任を運行

事業者に求めるのは困難と考えます。 

  また、本事業は、区と運行事業者の共同事業で

あることから、国も車両選定の一定の責任は生じ

るものと考えております。 

  次に、メーカーの評価方法又は評価しない場合

の理由についてですが、区は、事業者が購入する

車両について、メーカーの経営安定性や海外サプ

ライチェーン依存リスクなどの評価までは行って

おりません。国の認証を受けて車両販売を行って

おりますので、企業としては、一定程度の信頼性

があると判断しておりました。 

  次に、区として、安全性を重視する調達基準を

改める考えはあるのかについてですが、区としま

しても、今回の事例を教訓として、区民の安全な

公共交通サービスの提供のために、調達車両の安
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全性やメーカーのメンテナンス体制は必要である

と考えております。 

  調達基準を改める場合の方向性ですが、市場に

おける車両の供給状況や公平性を考慮し、車両調

達の最善の選択ができるよう、まずは各運行事業

者と意見交換してまいります。 

  次に、事故報告の体制についてですが、今回の

報告の遅れは、個別職員のミスを組織としてカバ

ーできなかったことに問題があるものと認識して

おります。再発防止策として、事故報告を運行事

業者任せにせず、区も確認の連絡を運行事業者に

入れ、現状把握を組織として行えるよう、事故の

一連の流れを記載した新たな帳票を４月２２日か

ら導入いたしました。 

  次に、今回の一連の対応についての認識ですが、

ＥＶ車両は、国の認証や他自治体での導入実績も

あるものです。そのため、車両の安全性に関する

当時の判断は妥当であったと考えます。一方、重

大事故の報告の遅れはあってはならないことです。

運行事業者、区側もこの責任を重く受け止め、見

直しした体制に基づき、必要な議会報告に遅れが

生じないよう、再発防止を期してまいります。 

  私からは以上です。 

○楠山慶之子ども家庭部長 私からは、綾瀬地域の

保育施設設置要請の取下げについてお答えいたし

ます。 

  まず、令和３年当時の保育需要ですが、綾瀬川

以東の地域で待機児童が発生しておらず、将来的

にも保育園の過剰感を見通しておりました。デー

タ的にも、当時の実人口をベースに、高めの保育

需要予測で算出しておりました。 

  次に、当時の予測のどこに誤りがあったのかに

ついてですが、減少傾向の出生数が令和６年度か

ら増加に転じたこと、東京都保育料第一子無償化

の開始など、全国的な人口動向や保育環境の変化

を予測できなかったことに誤りがございました。 

  次に、今後の需要予測ですが、地域ごとの詳細

な分析をより慎重に行い、社会状況の変化を的確

に保育需要へ反映できるよう努めてまいります。 

  また、具体的な改善策では、綾瀬地域において

は、現在も、保育室の供給が需要を上回る適正な

保育園数です。しかしながら、特に北綾瀬駅周辺

の佐野地域で需要が供給を上回った結果、この地

域の方々の申込みが綾瀬地域へ流れ、待機児が発

生しています。そのため、不足している北綾瀬駅

近辺の小規模保育所の開設を最優先したいと考え

ております。ただ、北綾瀬駅近辺で適切な物件が

見付からない場合もあり、幅広な地域での誘致も

視野に入れております。綾瀬地域の開設について

も副案として検討しており、住友不動産に保育室

設置ができないか協議、打診してまいります。 

  以上でございます。 

○へんみ圭二議員 まず、ビル風問題についてなの

ですけれども、区として主体的に実態把握をすべ

きではないかという質問に対して、主体的に実態

把握はしていくけれども、注視をするというだけ

で、現在行っていること以上のことは行わない、

こういう答弁でよろしかったのか、その点につい

て確認をさせていただきたいと思います。 

  私は、従来どおりのものではなく、更に踏み込

んだ実態把握をすべきではないかという質問をし

ていますから、その点についてお聞きしたいと思

います。 

  それから、ＥＶバスの件についてなのですけれ

ども、部長に謝罪をいただきました。ただ、私は、

こうしたヒューマンエラーというのは起こり得る

ものだと思いますし、だからこそ、組織マネジメ

ントとしてどうしていくのかということを区長に

お伺いしましたから、そのことに対して、組織マ

ネジメントについての答弁が区長からいただけな

かったというのは、私は遺憾に感じておりますけ

れども、そのあたりについてもう一度お答えをい

ただきたいと思います。 

  それから、ドライブレコーダー、それから車両
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データの確認をしたのかということについての答

弁がありませんでしたので、その点についてもお

答えをください。 

  更に、ここで第三者による事故検証などを行っ

ていないということなのですが、先ほど、答弁の

中で、当該の運行事業者の報告体制というのは信

頼できるものではないという答弁があった上で、

この第三者検証を行っていないというのは、では

なぜなのかというところまでしっかり答弁いただ

かないと、その部分については理解ができません

ので、お答えをください。 

  更に、もう１つ、これだけ手首と大腿骨の骨折

という後遺症も懸念されるような大きな事故が起

きてしまったということに対する認識というのが、

やはり不十分ではないのかなということを感じら

れてしまった部分があります。それは、現在もＥ

Ｖバスを運行させているということです。使用休

止と発表した後も、代替車両がないから、ＥＶバ

スを走らせているということですけれども、その

理由が、メンテナンス体制が整わなくて、安全性

に不安があるからということであれば、これは、

その安全性に不安がある車両に今も区民の皆さん

を乗せ続けているということになりますから、本

当にそれでいいのか。今、この状況で、大きな事

故がまた起きてしまった場合に、代替車両がなか

ったから仕方がない、それで本当に許されるのか

ということを考えると、先ほどの区の答弁、安全

性を本当に最優先にしてるのか、それとも代替車

両がなかったから、運行上の都合です、どちらな

のかはっきりと分かりませんでしたから、その点

について、本当に区民の安全を最優先にしている

のかどうかお答えください。 

  以上です。 

○真鍋兼都市建設部長 ただいまのへんみ圭二議員

からの再質問にお答えします。 

  ビル風の問題でございますが、当然、事業者が

主体的に調査等を行うことは、先ほど御答弁申し

たとおりです。一方で、区民の声等で様々な意見

をいただいてるのも事実でございます。 

  私ども区としましても、区としてもできる限り

のことは当然やっていきたいと思いますし、調査

の結果を踏まえまして、更に突っ込んだ何か対策

ができるかどうかついては、引き続き、検討して

いきたいと思っております。 

  私からは以上でございます。 

○長澤友也交通対策担当部長 私からは、へんみ圭

二議員の再質問のうちのＥＶバスの関係でござい

ます。 

  まず、組織マネジメントとしてということにつ

きましてなのですけれども、一番最後の部分で御

回答させていただいた内容でございます。再発防

止策として事故報告書を運行事業者任せにせず、

区も確認できるような一連の流れを記載した、現

状を把握できるような状況にしておりますという

ことで、帳票を作ったということで確認をしてい

くというような内容でございます。組織として、

確認を進めていくという体制を取っております。 

  次に、ドライブレコーダーの確認をしていない

のかということにつきましても、こちらにつきま

しては、警察による事故処理が行われておるとい

うこともございますので、私どもとしては、確認

はしておりません。 

  同じような内容で、第三者による事故の検証は

しなかったのかということにつきましても、こち

らについても、事故原因としては、運転士の前方

不注意であったということで確認をいただいてお

りますので、その点についても、確認は行ってお

りません。 

  それから、相手から信頼のできないような事故

の報告であるというようなことでございましたけ

れども、こちらにつきましては、事業者からの報

告が信頼できないということについては、事故の

内容の報告についての遅れがあったことですとか、

内容が異なっていたというふうなことについての
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信頼ができないというような答弁でございました。 

  それから、最後に、ＥＶバスを今も運行を継続

して、代替車両が来るまでの間、運行しているが

というような話でございますが、こちらにつきま

しては、運行を休止することを前提としてはおり

ますけれども、今現在、メンテナンス体制の、も

う今としてはまだ継続はされていることを確認し

ております。その中で、休止ということは決定し

ておりますので、速やかに、代替の車両が来るま

での間、運行させていただいてる状況でございま

す。 

○伊藤のぶゆき議長 本日の会議時間は、議事の都

合によりあらかじめ延長いたします。 

  次に、３３番土屋のりこ議員。 

［土屋のりこ議員登壇］ 

○土屋のりこ議員 １項目め、アップデートの必要

な区政マターについて伺います。 

  社会の変化に合わせ、当区の在り方についても、

新しく改めていく必要があると考え、以下伺いま

す。 

  １、地方段差解消プレートの解消のために。 

  ５月１２日、個人宅に設置された段差解消プレ

ートで区民の方が転倒し、けがを負う事故があり

ました。治療に１０日、仕事も５日休まざるを得

なかったといいます。６月４日には、テレビ朝日

で段差解消プレートの道路設置は違法、自治体が

撤去呼び掛けと世田谷区の取組紹介や死亡事故を

引き起こすおそれのあること等、注意喚起されて

います。当区でも、至急在り方を改めるべきと考

え、以下伺います。 

  当該事故について、区民の方から区へ対策を講

じてほしいと求めがあるが、違法状態は解消され

たのかどうか。 

  区内において同様な違法状態の段差解消プレー

ト等設置は何件あるか。また、占用許可を得てい

るものは何件あるか、区はどう把握しているか。 

  ６月６日、区民の方が現認したところ、東綾瀬

区民事務所前梅田住区センター児童館前、中央南

地域集会所前等の公共施設にも、段差解消プレー

ト等が道路上に設置されていました。道路上に設

置された段差解消プレート等によって転倒し、け

がをした場合、民事責任を問われ、不法行為に基

づく損害賠償義務が生じる場合もあります。まず、

区自身がこれらの適法性を確認すべきと思うがど

うか。 

  区は、区道に関して道路管理者の立場です。区

は、管理責任を自覚し、道路の安全確保、安全維

持に努めるべきです。ほかにも区施設において同

様の事例がないか調査し、改善すべきと考えるが

どうか。 

  区内において、公民問わず違法性を認識するこ

となく段差解消プレート等が大量に設置されてい

る状況は、決して安心・安全なまちであるとは言

えません。転倒事故からの死亡事故も他市で過去

に起こっています。 

  段差解消プレート設置について、違法と認識せ

ず設置しているケースや違法と知りながら、自己

の利便性のために設置しているケース、様々ある

かと思われます。区は、ホームページ等で周知と

言いますが、現在の対応では不十分であると言わ

ざるを得ません。区は、道路管理者責任を毅然と

果たすために、区内で違法状態であるケースに対

し、放置するリスクを正しく理解を図り、当事者

としての社会的責任を自覚した行動へと導くアプ

ローチを行うべきだが、具体的に何を行うか。ま

た、違法状態と知りながら是正しないケースに対

し、コンプライアンスの徹底と規範意識の向上を

強く促し、正しい行動へ導いてほしいが、具体的

に何を行うか。 

  個々人では、切下げ等について費用面から改善

が厳しいのであれば、切下げ工事に対する補助創

設など、区が道路管理者責任を果たされるよう求

めるが、区の見解はどうか。 

  オール・インクルーシブへのアップデートにつ
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いて伺います。 

  中教審では、昨年１０月より特別支援教育につ

いてのワーキンググループが開催されており、障

がい者の権利に関する条約第２４条に基づくイン

クルーシブ教育システムの再構築が議論されてい

ます。個別のニーズに応じた専門的な学びの場の

確保から一歩進め、通常の学級をベースとしたイ

ンクルーシブ教育システムの構築や不登校・日本

語指導が必要な子どもも含めた包括的な多様性へ

の対応、オール・インクルーシブへとかじを切っ

ていく重要な局面を迎えていますが、当区では、

この国の変化を受け、区の教育振興ビジョン等を

どう最新の状態で更新していくか、以下伺います。 

  中教審ワーキンググループの取りまとめ骨子案

では、これまでの特別支援教育の枠組みを超え、

多様な背景を持つ子どもたちが共に学ぶオール・

インクルーシブの視点が強調されています。区は、

この国の方針転換をどのように認識しているか。 

  通常の学級をベースとしたインクルーシブ教育

を進めるには、担任のスキル頼みではなく、学校

全体の組織的な対応が不可欠です。現在、足立区

の小・中学校における特別支援教育コーディネー

ターや支援員の配置状況及びその機能の有効化に

向けた課題をどう捉えているか。 

  骨子案で求められている通常の学級における柔

軟な指導体制の構築に向け、国や都の加配定数を

最大限活用するための具体的なアプローチはどう

か。 

  今後、区内で学校の統合や校舎の改築・大規模

改修が行われる際、ハード面におけるユニバーサ

ルデザイン、カームダウン・クールダウンスペー

スの設置に加え、ソフト面として通常学級と特別

支援学級の配置の工夫、合同授業の日常化等で、

オール・インクルーシブ推進のモデル校を戦略的

に配置していく考えはないか。 

  ３、国際基準を踏まえた包括的性教育へと更新

していくことについて。 

  民間保育園等での先進的な包括的性教育（ＣＳ

Ｅ）の事例、プライベートゾーンの尊重、同意の

概念、自己決定権の育成などの先進的な取組を見

ると、自治体が運営する公立園や地域の就学前施

設におけるＣＳＥへの取組が、国際基準から見て

後れを取っているのではないかと危惧をします。

ＣＳＥは、子どもの人権であり、守られる権利、

生きる権利を教えるライフスキルであり、区とし

ても取組をアップデートする必要があると考える

が、以下伺います。 

  ユネスコのガイダンスでは、５歳から８歳の第

１段階から、人間の身体の尊厳、境界線（バウン

ダリー）、同意、多様性を学ぶよう定めています。

区内の民間園でも、既に自分の体は自分のもので

あるという自己決定権を育む包括的性教育が実践

されています。一方で、区立保育園をはじめとす

る就学前の公立施設における現状の性に関する指

導は、身体の清潔指導や着替えのルールにとどま

っており、国際基準や民間の先進事例と比較して、

指導の幅や深さに大きなギャップ、立ち後れがあ

るのではないか。区の現状認識を伺います。 

  幼児期における包括的性教育は、性被害や児童

虐待から子ども自身が身を守るための安全教育そ

のものです。水着で隠れる部分は自分だけの他人

に触らせない場所であり、他人をみだりに見たり

触ったりしてはならないこと、嫌なときは嫌と言

っていい、大人に助けを求めていいことを教える

ことは、子どもの命と人権を守る防犯対策でもあ

ります。これを公立保育園でも体系的に導入する

ことは、区が掲げる児童虐待防止や子どもの権利

の尊重に資すると考えますが、見解を求めます。 

  同じ足立区内の保育園でも、子どもたちが自分

の心と体を守るスキルを学べるかどうか格差があ

る状況はいかがなものか。学校教育では、学習指

導要領の歯止め規定がありますが、そうではない

自治体の裁量で先進的な取組を行える就学前施設

において、ユネスコのガイドラインを参考にした
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（仮称）足立区就学前における包括的性教育ガイ

ドラインを策定することや保育士向けの研修の実

施、モデル園を指定して民間園を模倣したプログ

ラム導入など、試験的な導入、検証を行ってほし

いと求めますが、区の考えはどうか。 

  ４、本と触れ合えるまちづくりへのアップデー

トについて伺います。 

  これまで、本と触れ合えるまちづくりを進めて

ほしいと求めてきましたが、区は、イベントやト

ークイベントをまずとのことでした。トークイベ

ントも開催が進んできたところで、実際にどう町

なかに本と触れ合える場を創出していくのか、具

体的な検討へ改善、向上が必要と考え伺います。 

  予算特別委員会での私の質疑に対し、区長から、

ひとはこ図書館のイベントのまちの中での開催、

違うものを買いに行ったときに、本を手に取って

いただける点を線にしていったり、様々なことを

仕掛けていきたいと答弁を受けました。この点に

関して、区の検討状況はどうか。 

  宇部市の西日本最大級と言われるまちライブラ

リー＠ゆめタウン宇部や佐賀市の民設図書館や本

のカフェ、ＮＰＯが運営する子ども本屋など視察

を行ってきましたが、まちの回遊性を高める点で

も、まちづくりに資する効果が高いと感じました。

例えば、そういった本と触れ合えるまちづくりに

資する活動に対する補助事業を創設するなど、区

が主導して行いつつ、民間のやりたいを盛り上げ

ていくような工夫も行ってはどうか。 

  区内に開業する商業施設の中に、まちライブラ

リーを誘致し、宇部市のように区の委託事業とし

て１か所、まずは規模の大きい本と触れ合える場

を造ってほしいと求めるがどうか。 

  ５、尊厳ある介護を守っていくために。 

  ２０２７年４月の次期介護報酬改定に向けた議

論を踏まえた区内介護事業所への緊急延命支援に

ついて伺います。 

  前回の報酬改定において、訪問介護の基本報酬

が引き下げられた結果、全国で過去最多の倒産、

廃業が相次ぎ、地域雇用の崩壊と介護難民の発生

が現実のものとなっています。この危機的な事態

を受け、現在、国の社会保障審議会等では、次期

改定に向けて、訪問介護の基本報酬の大幅な引上

げや経営の安定化に向けた定額報酬制の導入など、

これまでの政策のゆがみを是正する議論が本格化

しているところです。国自身も、現在の報酬水準

では、事業継続が不可能であることを認め、方向

転換せざるを得ない状況にあるということです。 

  しかし、次期改定が実施されるのは来年４月で

す。今、現場の居宅介護支援や訪問介護の事業所

は、物価高騰と人手不足、そして、不当に低い報

酬の三重苦の中で、毎月血を流しながら運営を続

けています。来年４月までもたない、今年度中に

畳むしかないという悲痛な声も耳にしています。

国が来年４月に制度を改めるとしても、それまで

の残り約１年間、区内の事業所が持ちこたえられ

なければ、何の意味もありません。事業所が一度

潰れ、ヘルパーが地域から離職してしまえば、足

立区の介護インフラは、元に戻らないと考えられ

ます。 

  区は、これまで、改定をなかったことにするこ

とはできないという趣旨のことを言って支援を拒

みましたが、国自身がその制度の限界を認めた今、

もはや通用しない論理です。国が動くまでの最後

の１年をつなぎ、区民の在宅介護生活を守るため

の緊急避難的措置として、品川区などの先進例を

参考に、区独自の事業所安定運営資金や差額補塡

を直ちに打つべきと考えるが、区の明快な決断を

求めます。 

  次に、来年２０２７年４月からスタートする第

１０期足立区介護保険事業計画における高齢者の

介護保険料について伺います。 

  当区では、前回９期計画の改定において、保険

料の基準月額を６，７６０円から６，７５０円へ

と引き下げる意義のある負担軽減策が実施されま
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した。物価高騰に苦しむ区内の高齢者・年金生活

者にとって、このマイナス改定が生活の支えとな

りました。 

  しかし、来年４月からの第１０期改定を控え、

全国的には高齢化の進展や介護費用の増大を理由

に、再び大幅な値上げを画策する動きが見られま

す。当区の高齢者の生活実態を見れば、長引く物

価高は一向に収まっておらず、ここで再び保険料

が値上げに転じるようなことがあれば、生活は一

層厳しさを増してしまいます。前回の引下げ努力

を無に帰してはならないと考えます。 

  第１に、次期改定において、区民の生活を守る

ために、現在の基準額からの値上げは絶対にさせ

ない、更なる引下げを目指すという強い決意を区

としてお持ちか、認識を伺います。 

  第２に、それを実現するための財源について。

現在足立区の介護保険給付準備基金の残高は幾ら

あり、次期改定に向けてこの基金をどれだけ投入

して保険料の上昇を抑制する計画か、具体的な見

通しを伺います。 

  ６、学校適正配置が地域コミュニティー及び子

どもの育つ環境に及ぼす影響について、区の認識

のアップデートが必要な点について伺います。 

  地域社会の持続可能性＝公共の撤退について伺

います。 

  学校は、地域住民が集い、つながりを育む地域

のコモンズ＝共同の財産として機能してきました。

しかし、効率性や適正規模のみを重視して、機械

的に学校統廃合を進めることは、該当地域のアイ

デンティティーを奪い、現役子育て世代の転入抑

制や更なる人口減少を加速させる呼び水になりか

ねないと考えます。立教大学津富宏教授や他自治

体の研究でも、学校の撤退が、地域社会の縮小を

決定付ける危機感が示されています。区は、学校

の適正配置が、教育環境の整備にとどまらず、ま

ちづくりの衰退を招くリスクについてどのように

認識し、どのような地域コミュニティー維持の対

策を講じるつもりでしょうか。 

  小規模校の持つ福祉的・教育的価値について伺

います。 

  区のガイドラインでは、一定の集団規模の確保

が強調されていますが、一方で、小規模校には、

全ての教職員が全児童の顔と名前を把握できる、

一人一人の変化に気付きやすく、いじめや不登校、

家庭の課題に対して丁寧に伴走できるという極め

て高い福祉的・教育的価値があります。特に足立

区が掲げる貧困の連鎖を断ち切る教育や孤立させ

ない支援を具現化する上で、この小規模なコミュ

ニティーが持つ安心感は大きな強みです。規模の

拡大によって、こうしたきめ細やかなセーフティ

ーネットが薄まる懸念について、区の見解を求め

ます。 

  通学距離延伸に伴う子どもの負担と安全対策に

ついて伺います。 

  学校が統合されれば、一部の児童、特に小学校

低学年にとって、通学距離が大幅に延びることに

なります。昨今の夏の記録的な猛暑による熱中症

リスクや交通安全上のリスク、そして、通学自体

が子どもたちの身体的・精神的な負担となり、登

校渋り等につながる懸念も住民から上がっていま

す。単にガイドラインの範囲内とするだけでなく、

通学路の安全確保や児童の負担軽減に向けて、具

体的にどのような実効性のあるソフト・ハード両

面の支援を行うのか、明快な答弁を求めます。 

  次に、２項目めとして、弥生小学校の統廃合問

題について伺います。 

  昨年１０月の文教委員会に報告された学校適正

配置ガイドラインの資料によると、弥生小学校に

ついて、改善策の検討が必要と記されています。

改善策とは何か区に伺うと、統合することとの返

答を得ました。 

  地域的には、中央本町エリアであり、区庁舎も

立地する足立区の中心部において、このような少

子化が進んでいることに驚きますが、２３区を見
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ても、庁舎立地エリアにおいて少子・過疎化が進

行するのは希有な事態ではないでしょうか。 

  そこで、以下の対策について区の見解を伺いま

す。 

  １、区の見解について。 

  中央本町は、区中心部であるにもかかわらず、

区域内小学校において、将来的な統廃合の可能性

が浮上するほど少子・過疎化が顕著であることに

ついて、区はどういう見解でいるのか。 

  特色ある学校づくりについて。 

  渋谷区松濤中学校では、統廃合問題が浮上した

際に、英語特色校化することで生徒数が増え、子

どもたちの英語教育にも資し、現在は人気ある学

校となっています。当区でも、新たな施策展開を

図る必要があると考え、伺います。 

  適正配置ガイドライン資料で、弥生小学校は、

改善策の検討が必要とあり、改善策とは何か担当

課に問うたところ、統合とのことです。単なる統

合という結果ありきではなく、少子化対策や教育

の質向上などを本質に据えた改善策の検討を求め

ますが、区の見解はどうか。 

  弥生小学校では、数年後には１学年１学級とな

る予測ですが、単学級は課題ではなく、それを逆

手に取った先進的な少人数教育モデル校として特

色校化を図る方向性は検討できないのか。 

  渋谷区松濤中学校では、英語特色校化を進め、

生徒数の回復を果たしたとのことです。更に来年

度からは、４つのテーマから各校がテーマを選定

し、全中学校において特色校化を行う方針です。

渋谷区の取組を先進例として、当区においても、

将来的に人数的変化が予測される学校において、

教育委員会主導の下、モデル的に特色校化を検討

すべきと考えるがどうか。 

  現在、弥生小学校区にある町会・自治会の組織

率は平均４８．２％であり、低い町会では２０％

程度のところもあります。弥生小学校区をはじめ、

区内の町会・自治会組織率の低下が進む中、地域

推薦枠に頼った開かれた学校づくり協議会や学校

運営協議会の委員選出は、多様な地域住民の声を

反映できなくなっているのではないか。この現状

に対する区の認識はどうか。 

  渋谷区では、若い層の社会資源をうまく生かし

ながら、学校づくりに成功していると聞きます。

当区でも、町会の負担を減らし、学校を本当の意

味で開くために、町会外の若い力も必要であると

考えます。町会に属していなくても、我が子の通

う学校をよくしたい、自分のスキルを子どものた

めに生かしたいと考える若年層や現役世代は少な

くありません。こうした隠れた社会資源を発掘し、

学校とマッチングするなど、町会等に属さない若

年層等の社会資源を学校運営に活用することを提

案するがどうか。 

  適正配置ガイドライン等に即して、将来的に人

口の構造が変わる学校を対象に、新たな施策展開

を図ってはどうか。区の見解はいかがか。 

  子育て層に優しいまちづくりの改善について伺

います。 

  中央本町地域等、区中央エリアにおいて、少子・

過疎化が急速に進行していることが明らかとなり

ました。学校の魅力増進と併せ、まちづくりにつ

いても、真の改善に資する対策の検討が必要と考

え、伺います。 

  中央本町地域において、まちの構造が変化して

きていますが、町の将来像をプランニングするこ

とが大事だと考えます。何か区の考えはあるでし

ょうか。 

  中心市街地活性化事業の成功事例の視察へ宇部

市と佐賀市へ行ってきました。コミュニティーの

再構築として、未利用地、空き地を地域コミュニ

ティーに開放し、地域住民が気軽に利用でき、憩

える空間の創出が行われていました。 

  宇部市では、空き地に住民みんなで芝生を張り、

コンテナを置き、大学と協定して、学生がその運

営に当たり、子どもたちのナイトプール、大人の
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ビアガーデン、夏祭りなどが行われたりしていま

した。 

  佐賀市では、商工会議所等との連携で、近隣の

雑貨屋さんや個性的なお店などと連携したフリマ

やマルシェ、地域図書館、クッキング教室の開催

など、芝生広場やコンテナを活用したイベントが

盛況でした。 

  両市に共通するキーワードの１つが、未利用地

等の暫定活用です。中央本町地域においても、区

が所有する未利用地があります。未利用地を暫定

的に活用し、ソフト面での事業を行って、地域住

民が憩えるような空間等の創出を求めるが、区の

見解はどうか。 

  いっとき、消滅可能性都市と言われた豊島区へ

も視察に行ってきました。こちらは、中・小規模

の公園活用を地域住民とともに進め、にぎわいあ

る公園として再活性化に成功しているとのことで

した。 

  中央本町地域においても、管理が行き届いてお

らず、子どもたちが遊びにくい児童遊園等、小さ

な公園が幾つか散見されます。豊島区のように、

小規模公園等を活用するソフト面での事業を行い、

地域住民が気軽に憩える空間の創出を行ってほし

いと考えるが、区の見解はどうか。 

  以上、区の誠実な答弁を求めます。 

○室橋延昭道路公園整備室長 私からは、違法な段

差解消プレート解消についてお答えいたします。 

  ５月１２日に発生した個人宅前の段差解消プレ

ートによる事故についての区の対策ですが、事故

の報告を受けて、原因者に違法状態である旨を２

度にわたって説明し、撤去を指導しております。

しかしながら、撤去に伴って必要となる切下げ工

事には費用も発生することから、現時点では違法

状態は解消されておりません。 

  なお、同様な違法状態の段差解消プレート等設

置は、区内に相当数あるものと認識しております

が、具体的な数については把握しておりません。 

  また、占用許可を得ているものですが、段差解

消プレートを道路に置くことは、占用許可の対象

にはなりませんので、占用許可を受けているもの

はありません。 

  次に、公共施設における段差解消プレート等の

設置について、区自身がこれらの適法性を確認す

べきとの御質問についてお答えしします。 

  ６月１７日、東綾瀬区民事務所前、梅田住区セ

ンター児童館前、中央南地域集会場前の実態を調

査し、区道上に設置されていることを確認しまし

た。いずれも高齢者の安全確保のために設置した

ものであったため、撤去及びその後の切下げ工事

に向け、施設所管と調整し、適法な道路管理に努

めてまいります。 

  ほかにも、区施設において同様の事例がないか

調査し、改善すべきとの質問につきましては、各

施設の管理所管に対して、前面道路に段差解消プ

レート等を設置していないかを７月中に調査し、

実態把握をするとともに、設置している場合は撤

去を依頼し、必要に応じて切下げ工事を案内する

など、道路の安全確保に努めてまいります。 

  次に、段差解消プレートの違法性の周知及び道

路上に放置するリスクを正しく理解を図り、当事

者としての社会的責任を自覚した行動へと導くア

プローチを行うべきとの質問についてお答えしま

す。 

  ホームページに加えて、あだち広報でも、段差

解消プレートを道路上に設置すると、歩行者や自

転車の転倒事故、雨水排水の妨げや賠償責任等に

つながるおそれがある事実を広く周知し、適正な

道路使用を推進してまいります。 

  また、コンプライアンスの徹底と規範意識の向

上を強く促し、正しい行動へ導いてほしいとの御

質問につきましては、区でも引き続き、定期的に

パトロールを実施し、特に危険な段差解消プレー

トを見付けた場合は、個別に撤去をお願いすると

ともに、必要に応じて切下げ工事を案内するなど、
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道路を安全に通行できるよう、適切に対応してま

いります。 

  次に、切下げ工事に対する補助創設に対してお

答えいたします。 

  切下げ工事は、住宅や駐車場の出入りを確保す

るため、土地所有者等が利用目的に応じて行う工

事であり、その効果は当該土地利用者の利益に資

するものです。そのため、受益者負担の原則に基

づき、工事費は申請者に御負担していただいてお

り、現時点では補助制度の導入は考えておりませ

んが、申請手続や制度の周知については、丁寧に

行い、適正な道路利用の促進に努めてまいります。 

  次に、小規模公園等の活用による憩いの空間創

出についてお答えいたします。 

  区では、これまでもパークイノベーションの考

えに基づき、多様な世代が目的に合わせて選べる

公園づくりを目指してまいりました。公園改修の

際には、地域の皆様の御意見を伺うとともに、キ

ッチンカーの社会実験、トイレアートやプレーパ

ークなど、地域を巻き込んだ取組を通じて、憩え

る空間の創出にも取り組んでおります。 

  他自治体の先進事例では、豊島区の中小規模公

園活用プロジェクトや西東京市でのパークマルシ

ェなど、小規模公園を活用した事例があると認識

しております。 

  現在、区内公園でのキッチンカー★★としょう

ぶ沼公園においてパークＰＦＩについて検討して

おりますので、小規模な公園への導入についても

検討し、地域住民が気軽に憩える空間の創出につ

なげてまいります。 

  私からは以上です。 

○茂木聡直地域のちから推進部長 私からは、本と

触れ合えるまちづくりについてお答えいたします。 

  まず、町なかで本と触れ合える場の検討状況に

ついてですが、本でつながるプロジェクトの取組

を進めており、その企画の１つとして、令和９年

度のひとはこ古本市の開催を目指し、先進事例の

調査や有識者へのヒアリングを行っております。

また、書店やカフェなど、区内の本に関する拠点

を紹介するマップを今年度作成できるよう準備を

進めている状況です。 

  次に、本に触れ合えるまちづくりの補助事業を

創設するなど、民間のやりたいを盛り上げる工夫

をすべきとの御質問についてですが、ひとはこ古

本市や本でつながる拠点マップづくりなどの取組

に加え、私設図書館やシェア型本棚など、民間や

区民主体のやりたいことの取組を区が積極的に支

援することも必要であると考えており、やりたい

ことを持つ区民の御意見を伺いながら、支援方法

を検討してまいります。 

  次に、商業施設内における区の委託事業として、

大規模なまちライブラリーを実施すべきとの御意

見についてですが、区内各地域に図書館が１５館

あり、誰もが本に楽しめる環境づくりを進めてい

ることから、現時点において、区の委託による大

規模なまちライブラリーは考えておりません。 

  私からは以上でございます。 

○半貫陽子高齢者施策推進室長 私からは、まず、

国が動くまでの最後の１年をつなぎ、区民の在宅

介護生活を守るための緊急避難的措置として、品

川区などの先進例を参考に、区独自の事業所安定

運営資金や差額補塡を直ちに打つべきについてお

答えいたします。 

  介護報酬改定で引き下げられた分の差額を区独

自に給付することは、介護報酬改定制度が意味を

なさないことになるため、考えておりませんが、

区では、これまで、訪問介護事業者を含め、区内

介護サービス事業所に、物価高騰支援を目的とし

た特別給付金を支給してきました。次期報酬改定

までは約１年あることから、区内事業所を支援す

るため、令和８年度上半期分の特別給付金予算を

本定例会に計上いたしました。下半期分について

も、国や都の状況を注視し、検討してまいります。 

  また、令和７年度からは、ケアプランデータ連
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携システム活用促進事業を開始し、介護事業者の

生産性向上や負担軽減、処遇改善加算の取得等を

支援しております。 

  今後も、介護保険制度の抜本的改革により、サ

ービスの実態に即した適切な介護報酬設定にする

よう、引き続き、特別区長会や全国市長会を通じ

て国に要望するとともに、介護サービス事業者連

絡協議会等の御意見を伺いながら、支援策を検討

してまいります。 

  次に、第１０期足立区介護保険事業計画におけ

る高齢者の介護保険料について、一括してお答え

します。 

  まず、介護保険給付準備基金の残高ですが、令

和８年６月５日現在、約１８億円となっておりま

す。区といたしましては、介護保険料の財源不足

を招くリスクもあるため、軽々に介護保険料の引

下げを明言できませんが、これまでの給付実績や

収納率等を十分に精査し、介護保険給付準備基金

を最大限活用した上で、介護予防事業へ重点的に

注力していくことなど、介護保険料の上昇抑制の

ため、様々な手段を講じてまいります。 

  私からは以上です。 

○半貫陽子高齢者施策推進室長 私からは、中央本

町エリアの少子・過疎化が顕著であることに対す

る区の見解についてお答えいたします。 

  令和６年の児童数については、令和元年との比

較で、全小学校の約８割において、平均して約１

４％減少していることから、区全体で減少傾向に

あることを認識しております。 

  特に中央本町にお住まいの方が通う小学校２校

の減少率は、平均して約１３％であり、中央本町

エリアにおいてのみ、他地域と比べて少子・過疎

化が顕著であるとは考えておりません。 

  区といたしましては、妊娠期からの切れ目のな

い相談体制の強化をはじめとする子育て支援策や

子ども・若者に対する施策の充実に努め、若い世

代をはじめ、多くの方から住みたい町として更に

選ばれるまちとなるよう、様々な取組を推進して

いるところです。 

  私からは以上でございます。 

○真鍋兼都市建設部長 私からは、子育て層に優し

いまちづくりの改善のうち、中央本町地域におけ

るまちの将来像について区の考えはあるのかとの

御質問にお答えいたします。 

  中央本町地域では、都市計画マスタープラン、

バリアフリー推進計画、ユニバーサルデザイン推

進計画及びパークイノベーション推進計画などに

基づき、地域の特徴を生かしたまちづくりを行っ

ております。 

  現在、令和８年度末に向けて、まちの将来像を

プランニングする上での上位計画に位置づく都市

計画マスタープランの改定を行っております。少

子化の現状を踏まえて、子育て層も含めた多様な

世帯に優しいまちづくりに向けた検討を進めてま

いります。 

  私からは以上でございます。 

○佐々木拓資産活用部長 私からは、中央本町地域

の区が所有する未利用地を暫定的に活用し、ソフ

ト面での事業を行って、地域住民が憩えるような

空間の創出を求めるとの御質問にお答えいたしま

す。 

  区が所有する未利用地につきましては、足立区

公共施設等総合管理計画を踏まえた区有地等利活

用方針に基づき、計画的に利活用を進めておりま

す。 

  中央本町地域の未利用地としましては、中央本

町プール跡地があり、跡地活用は現時点で未定で

すが、行政需要や地域課題を解決できる非常に重

要な土地であると考えており、庁内で検討を進め

ているところです。 

  暫定活用につきましては、イベントなどのソフ

ト面を含め、どのような手法があるか、広く庁内

に呼び掛けてまいります。 

  私からは以上でございます。 
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○吉尾文彦こども支援センターげんき所長 私から

は、まず、オール・インクルーシブへの国の方針

転換における区の認識についてお答えいたします。 

  区といたしましても、多様な子どもたちがいる

ことを前提とした国の方針と同様に、子どもたち

が可能な限り同じ場で共に学ぶことができる環境

の整備を進めていくことが重要であると認識して

おります。 

  しかし、個別に支援が必要な子どもが一定数い

る現状があり、国の方針の実現には多くの課題が

あると考えております。 

  次に、小・中学校における特別支援教育コーデ

ィネーターや支援員の配置状況と機能の有効化に

向けた課題についてお答えいたします。 

  現在、各学校１名、全１０２名の特別支援教育

コーディネーターが、校内の特別支援教育の推進

役を担っております。また、足立区内の発達の特

性に応じた支援が必要な児童生徒には、合計約４

５０名のスクールアシスタントが支援しておりま

す。スクールアシスタントについては、人材不足

や配置手続に時間を要するなど、学校の支援要請

に即時かつ十分に対応できず、果たすべき機能を

発揮していない課題があります。今後、採用や配

置の手法を工夫するなど、各学校の裁量によりス

クールアシスタントを有効に活用できるよう注力

してまいります。 

  次に、国や都の加配定数を最大限活用する具体

的なアプローチとオール・インクルーシブ教育の

モデル校の設置について一括してお答えいたしま

す。 

  区といたしましても、通常の学級における柔軟

な指導体制の構築のためには、加配定数も含めた

教職員全体を最大限活用することは重要であると

考えます。そのための具体的なアプローチ方法に

ついて、今後、中教審の学識者をアドバイザーと

して招聘する特別支援教育検討委員会の中で検討

してまいります。 

  また、オール・インクルーシブ教育を区として

も戦略的に進めていくためには、モデル校を設置

して検証していく必要があると考えております。

そこで、モデル校をどのように設置していくかに

ついても、特別支援教育検討委員会の中で検討し

てまいります。 

  私からは以上です。 

○楠山慶之子ども家庭部長 私からは、まず、就学

前の区立園における性に関する指導の現状認識に

ついてお答えいたします。 

  区立園では、令和３年度に区で定めた生命の安

全教育の取組方針の下、子どもの発達段階に応じ

た性に関する指導を実施しています。この生命の

安全教育は、国の方針に基づいたものであり、求

められる指導を行っております。しかしながら、

国際基準や先進的な民間保育園と比較した場合、

ギャップがあり、公立園として追い付いていない

ケースもあります。 

  次に、公立園の体系的な性教育の導入について

の見解ですが、現在、公立園では、国の保育所保

育指針に基づき、区で全体的な計画を定めていま

す。それを基に、各園で、発達段階に応じた性に

関する指導計画を体系的に作成し、子ども施設指

導・支援課で指導内容を確認しております。ここ

では、生活や学びの場面を通じて、プライベート

ゾーンの大切さや自分や友人の権利尊重も伝えて

おります。 

  また、児童虐待防止に関連して、子どもがＳＯ

Ｓを発した際の対応の具体的事例を検証しながら、

共通認識の下、日々の保育を実践しています。 

  今後も、子どもの命と人権を守ってまいります。 

  次に、包括的性教育ガイドラインの策定や研修

の実施、モデル園を指定して民間園を模倣したプ

ログラム導入についてお答えいたします。 

  ユネスコのガイドライン等を参考に、生命の安

全教育の取組方針を現状に合わせ今後見直してま

いります。また、年２回行っている人権研修にお
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いて、民間園で先進的に取り組んでいるプログラ

ム事例を盛り込むなど、工夫してまいります。 

  私からは以上です。 

○絵野沢秀雄学校運営部長 私からは、学校の適正

配置に関する御質問にお答えいたします。 

  まず、学校の適正配置によるまちづくりの衰退

リスクと地域コミュニティーの維持対策について

ですが、学校の適正規模・適正配置は、まちづく

りの視点に立った事業ではなく、学区域内の年少

人口の減少と学校施設の老朽化の課題に着目し、

子どもの教育環境の更なる向上を目指す目的とし

て取り組んでいるものです。 

  一方で、学校は地域コミュニティーの核として

の役割を備えていることは認識しておりますので、

新校舎には、地域連携室等を整備する予定です。

地域住民が集い、つながりを育む場所として学校

が機能するよう取り組んでまいります。 

  また、適正規模・適正配置の事業が、御指摘の

まちづくりの衰退となるリスクが発生しないよう、

引き続き、関係所管と情報共有してまいります。 

  次に、学校規模の拡大によって、きめ細かなセ

ーフティーネットが薄まる懸念についてお答えい

たします。 

  確かに小規模校には、全ての教職員が全児童の

顔と名前を把握できる、一人一人の変化に気付き

やすい等のメリットがあることは、区としても認

識しております。しかしながら、適正規模・適正

配置のガイドラインにもありますとおり、学校内

の集団生活の中で、仲間と遊び、社会性を身に付

けるためには、一定の集団規模の確保が重要であ

ると考えております。 

  なお、貧困の連鎖を断ち切る教育や孤立させな

い支援等のきめ細やかなセーフティーネットが薄

まる懸念につきましては、それぞれの課題を所管

する担当部署と適正規模・適正配置の事業につい

て情報共有を図り、引き続き、きめ細やかな対応

に努めてまいります。 

  次に、学校の統合による通学路の課題に関する

御質問にお答えいたします。 

  まず、通学路の安全確保につきましては、通学

路の合同点検を定期的に実施し、警察や道路管理

者と連携して、危険箇所の改善を図りつつ、学童

擁護員の適切な配置により、交通安全上のリスク

軽減を図ってまいります。 

  また、児童の負担軽減に向けては、学校と連携

し、登下校時の荷物の軽減を図るとともに、児童

や熱中症予防、交通安全教育を行っています。 

  統合校の通学路につきましては、統合地域協議

会などの場で具体的な対応策を検討し、子どもた

ちが安全で安心な学校生活が送れるよう努めてま

いります。 

  次に、統合という結果ありきではなく、少子化

対策や教育の質向上などを本質に据えた改善策の

検討についてお答えいたします。 

  学校の適正規模・適正配置は、学区域内の年少

人口の減少と学校施設の老朽化の課題に着目し、

子どもの教育環境の更なる向上を目的としており、

少子化対策や教育の質向上を目的とするものでは

ありません。 

  なお、小規模校化の改善策としましては、以前

御回答した学校統合のほか、隣接校との学区域変

更を考えているところでございます。 

  次に、弥生小学校含め単学級を逆手にした先進

的な少人数教育をモデル的に特色校化する検討す

べきについてですが、区では、適正規模・適正配

置の視点で、小規模校に対し、渋谷区のような英

語特色校を導入することは考えておりません。 

  今後も、学区域内居住の児童生徒数の推移を踏

まえ、学校規模を分析し、単学級を含む小規模校

の解消に取り組んでまいります。 

  次に、開かれた学校づくり協議会の委員選出に

ついてお答えいたします。 

  開かれた学校づくり協議会及び学校運営協議会

の委員は、町会・自治会加入者が多いことは確か
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ですが、未加入者でも、児童生徒の健全育成に関

わる活動を行う方々や保護者、地域の有識者等か

ら校長が推薦し、教育委員会が委嘱しております。

したがいまして、両組織とも、多様な地域住民の

声を反映できていると認識しております。 

  次に、学校運営における若年層等の社会資源の

活用につきましては、開かれた学校づくり協議会

や学校運営協議会では、町会・自治会に属してい

るか否かにかかわらず、ＰＴＡやおやじの会、青

少年委員など、町会自治会外の若年層や現役世代

の幅広い方にも参加していただいて、会議や事業

を行っております。しかしながら、学校運営を活

性化するには、更なる若い方の力が必要であると

考えております。 

  今後は、学校運営に思いのある個人や団体等の

隠れた社会資源の情報を得た際は、学校に紹介す

るなどし、引き続き、現役世代等を含め、地域の

様々な御意見を学校運営に活用してまいります。 

  次に、適正配置ガイドライン等に即した将来の

人口の構造変化に伴う新たな施策の検討について

お答えいたします。 

  現在のガイドラインは令和１４年までの方針の

ため、令和１５年度に策定予定の次期ガイドライ

ンにおいて、どういった施策ができるか、今後研

究してまいります。 

  以上でございます。 

○土屋のりこ議員 ２点です。まず１つは、介護事

業所への支援ということですが、物価高騰支援と

いうことで答弁されてるんですけれども、一律の

全体の支援ということではなく、ここで問題にし

ているのは、訪問介護事業所ということで、区は、

改定が意味をなさないことになるというふうに繰

り返し答弁されるんですけれども、国が制度を変

えるということは分かっているわけで、その空白

の１年をどう埋めるかということは、基礎自治体

の仕事ではないかということを今回新たに指摘し

ています。そういった二重の支援になるわけでも

なく、国の失政によって生じた地域の穴埋め、応

急処置ということをやることが自治体としての責

務ではないかということを今回新たに聞いていま

すので、その点について、果たす必要がないとい

うのであれば、それを明快に答弁していただかな

いと、答弁したことにならないので、再答弁を求

めます。 

  もう１点は、弥生小学校統廃合問題についての

区の見解についてということで大きく聞きました

が、とりわけ顕著であるというふうに区は考えて

いないと答弁されましたが、予防的行政としての

立場に立っていただきたいというふうなことで聞

いているわけで、批判しているわけではないわけ

で、区は、答弁の中で、他の地域とも相対化をし

て、特段、弥生小学校区が少子化ではないという

ふうなことで言われましたが、でも、他の学区で

は、統廃合の必要性については、そのガイドライ

ンの中では指摘されてないわけですよね、書かれ

ていない。なのに、その弥生小学校区については、

はっきりと言葉で書かれているということについ

て、では、その違いは何なのか。区が把握してお

られることですよね、区が書いておられることで

す。その違いについて何なのかということを踏ま

えて答弁をしていただかないと、一般的に相対化

して違いはありませんというだけでは、答弁した

ことになりませんので、再答弁を求めます。 

○半貫陽子高齢者施策推進室長 土屋のりこ議員の

再質問のうち、介護に関係する御質問についてお

答えいたします。 

  現在の介護保険制度の中での介護報酬改定制度、

それが行われておりますので、その意味がなさな

くなってしまうという考えは変わりがございませ

ん。ですので、物価高騰支援策としまして、今年

度上半期、今、上程させていただいておりますが、

下半期分についても、国や都の状況を注視して、

今年度１年間つなぎを考えてまいりたいと思いま

す。 
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  以上です。 

○岩松朋子政策経営部長 土屋のりこ議員の少子化

に関する再質問にお答えいたします。 

  御質問の中では、区の見解、こちらは中央本町

地域の少子・過疎化について問われておりました

ので、そのようにお答えしたものでございます。 

  ただ、予防的措置というようなお話でございま

したけれども、そちらにつきましては、妊娠期か

らの切れ目のない相談体制の強化ですとか、子ど

も・子育て支援策、若年者支援策ということで、

多くの方に住みたいまちとして選ばれるように、

様々な取組を今後も推進してまいります。 

  以上でございます。 

○伊藤のぶゆき議長 以上で質問を終結いたします。 

 

           ◇            

 

○伊藤のぶゆき議長 次に、日程第２、第３を一括

議題といたします。 

［大谷博信事務局長朗読］ 

 第５３号議案 令和８年度足立区一般会計補正予

算（第２号） 

 第５４号議案 令和８年度足立区介護保険特別会

計補正予算（第１号） 

                         

○伊藤のぶゆき議長 本案について執行機関の説明

を求めます。 

○勝田実副区長 ただいま議題となりました２議案

について一括して御説明を申し上げます。 

  第５３号議案は、令和８年度足立区一般会計補

正予算（第２号）であります。 

  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３５億

６，２３０万円を増額し、歳入歳出予算の総額を

３，７３３億９，３８６万９，０００円とするも

のであります。 

  今回の補正の内容といたしましては、歳入につ

きましては、繰入金と支出金、諸収入を増額した

ものであります。歳出につきましては、商店街活

動支援事業、新型コロナウイルスワクチン接種事

業、予防接種事業、介護保険事務、介護保険特別

会計繰出金などを増額いたしたものであります。 

  第５４号議案は、令和８年度足立区介護保険特

別会計補正予算（第１号）であります。 

  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１億

３，４３１万４，０００円を増額し、歳入歳出予

算の総額を７４３億８，８９５万９，０００円と

するものであります。よろしくお願いいたします。 

○伊藤のぶゆき議長 本案について発言の通告があ

りませんので、所管の総務委員会に付託いたしま

す。 

 

           ◇            

 

○伊藤のぶゆき議長 次に、日程第４から第１８ま

でを一括議題といたします。 

［大谷博信事務局長朗読］ 

 第６１号議案 西新井第二小学校全体保全計画に

かかる外壁改修その他工事請負契

約 

 第６２号議案 舎人第一小学校外壁改修その他工

事（一期）請負契約 

 第６３号議案 保木間小学校校庭改修工事請負契

約 

 第６４号議案 入谷中学校全体保全計画にかかる

内装改修その他工事（二期）請負

契約 

 第６５号議案 竹の塚保健センター冷温水発生機

改修その他工事請負契約 

 第６６号議案 東六月町ひまわり作業所大規模改

修建築工事請負契約 

 第６７号議案 起震車の購入について 

 第６８号議案 区立小中学校児童・生徒・教職員

向け災害備蓄用ライスクッキー等

の購入について 
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 第６９号議案 学校給食室設備（炊飯器外）の買

い替えについて 

 第７０号議案 学校給食室設備（回転釜及び付属

品）の買い替え（千寿本町小学校

外７校）について 

 第７１号議案 学校給食室設備（回転釜及び付属

品）の買い替え（西新井第二小学

校外５校）について 

 第７２号議案 学校給食室設備（熱風消毒保管庫）

の買い替え（足立小学校外３校）

について 

 第７３号議案 学校給食室設備（熱風消毒保管庫）

の買い替え（鹿浜第一小学校外５

校）について 

 第７４号議案 学校給食室設備（食器洗浄機外）

の買い替えについて 

 第７５号議案 学校給食室設備（コンベクション

オーブン外）の買い替えについて 

                         

○伊藤のぶゆき議長 本案について執行機関の説明

を求めます。 

○勝田実副区長 ただいま議題となりました１５議

案につきまして一括して御説明を申し上げます。 

  第６１号から第６６号の６議案は、足立区議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分

に関する条例第２条の規定に基づき、提出いたし

たものであります。 

  なお、本件は、表記工事を行うものであります

が、相当の経歴信用を有する者より選ぶ必要があ

りますので、条件付一般競争入札により落札者と

契約を締結いたすものであります。 

  第６７号から第７５号の９議案は、足立区議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分

に関する条例第３条の規定に基づき、提出いたし

たものであります。よろしくお願いいたします。 

○伊藤のぶゆき議長 本案について発言の通告があ

りませんので、所管の総務委員会に付託いたしま

す。 

 

           ◇            

 

○伊藤のぶゆき議長 次に、日程第１９、第２０を

一括議題といたします。 

［大谷博信事務局長朗読］ 

 第５５号議案 足立区特別区税条例の一部を改正

する条例 

 第５６号議案 権利の放棄について 

                         

○伊藤のぶゆき議長 本案について執行機関の説明

を求めます。 

○勝田実副区長 ただいま議題となりました２議案

につきまして一括して御説明を申し上げます。 

  第５５号議案は、地方税法等の一部改正に伴う

もののほか、規定を整備する必要がありますので

提出いたしたものであります。 

  第５６号議案は、権利の放棄について、地方自

治法第９６条第１項第１０号の規定に基づき、区

議会の議決を得る必要がありますので、提出いた

したものであります。よろしくお願いいたします。 

○伊藤のぶゆき議長 本案について発言の通告があ

りませんので、所管の区民委員会に付託いたしま

す。 

 

           ◇            

 

○伊藤のぶゆき議長 次に、日程第２１、第２２を

一括議題といたします。 

［大谷博信事務局長朗読］ 

 第５７号議案 足立区介護保険事業者支援施設の

大規模改修工事の実施に関する基

本協定の締結について 

 第５８号議案 債権の放棄について 

                         

○伊藤のぶゆき議長 本案について執行機関の説明
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を求めます。 

○勝田実副区長 ただいま議題となりました２議案

につきまして一括して御説明を申し上げます。 

  第５７号議案は、足立区議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得または処分に関する条例第２

条の規定に基づき提出いたしたものであります。 

  第５８号議案は、債権の放棄について、地方自

治法第９６条第１項第１０号の規定に基づき、区

議会の議決を得る必要がありましたので、提出い

たしたものであります。よろしくお願いいたしま

す。 

○伊藤のぶゆき議長 本案について発言の通告があ

りませんので、所管の厚生委員会に付託いたしま

す。 

 

           ◇            

 

○伊藤のぶゆき議長 次に、日程第２３、第２４を

一括議題といたします。 

［大谷博信事務局長朗読］ 

 第５９号議案 足立区住宅・建築物耐震助成条例

の一部を改正する条例 

 第７６号議案 （仮称）千住大川端地区（Ａ工区）

開発における道路整備に関する負

担協定（令和８年度 土壌汚染対

策等工事） 

                         

○伊藤のぶゆき議長 本案について執行機関の説明

を求めます。 

○工藤信副区長 ただいま議題となりました２議案

につきまして一括して御説明申し上げます。 

  第５９号議案は、耐震診断において再診断の助

成期限を撤廃する必要がありますので、提出いた

したものであります。 

  第７６号議案は、足立区議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得または処分に関する条例第２

条の規定に基づき提出いたしたものであります。

よろしくお願いいたします。 

○伊藤のぶゆき議長 本案について発言の通告があ

りませんので、所管の建設委員会に付託いたしま

す。 

 

           ◇            

 

○伊藤のぶゆき議長 次に、日程第２５を議題とい

たします。 

［大谷博信事務局長朗読］ 

 第６０号議案 足立区立校外施設条例の一部を改

正する条例 

                         

○伊藤のぶゆき議長 本案について執行機関の説明

を求めます。 

○勝田実副区長 ただいま議題となりました議案に

つきまして御説明申し上げます。 

  第６０号議案は、足立区立鋸南自然の家を廃止

する必要がありますので提出いたしたものであり

ます。よろしくお願いいたします。 

○伊藤のぶゆき議長 本案について発言の通告があ

りませんので、所管の文教委員会に付託いたしま

す。 

 

           ◇            

 

○伊藤のぶゆき議長 次に、日程第２６を議題とい

たします。 

［大谷博信事務局長朗読］ 

 受理番号１３ 乳幼児期からの孤立予防と「助け

を求められる子ども」を育てる支

援の充実を求める陳情 

                    外２件 

                         

 受理番号１４ 子どもの視点に立った災害対策の

強化を求める陳情 

 受理番号１５ 防災体制の是正へ向けての陳情 



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ５５  

 

○伊藤のぶゆき議長 今回受理いたしました陳情の

うち、受理番号１３につきましては子ども・子育

て支援対策調査特別委員会に、受理番号１４、１

５につきましては、災害・オウム対策調査特別委

員会に、会議規則第９０条第２項の規定に基づき、

それぞれ付託したいと思います。御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○伊藤のぶゆき議長 御異議ないと認め、さよう決

しました。 

 

           ◇            

 

○伊藤のぶゆき議長 次に、今回受理いたしました

陳情のうち、ただいま特別委員会に付託いたしま

した陳情を除く７件につきましては、既に配付い

たしました請願文書表のとおりそれぞれ所管の常

任委員会に付託いたしましたので、御了承願いま

す。 

 

           ◇            

 

○伊藤のぶゆき議長 以上で、本日の日程は全て終

了いたしました。 

  委員会審査のため、会議は明日から休会いたし

ます。 

  次回の会議は２９日に開きます。 

  本日は、これにて散会いたします。 

午後５時１５分閉会 

 

 


